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１．事業概要 
１－１．事業の背景・目的 

2020 年はパリ協定の実行期間の開始年度に当たる。日本の産業界は 1997 年から自主行

動計画を策定し、各業界団体が自主的な目標を掲げ毎年 PDCA サイクルを通じ着実な排出

削減に取組んできた。これらの取組は各業界の自主的な排出削減だけでなく、業界や部門の

枠組みを超えた主体間連携による削減貢献、優れた製品や技術、素材、サービスの普及等を

通じた国際貢献、革新的技術の開発や普及による削減貢献を通じて、地球規模での削減に貢

献しているところである。 
海外においては国連環境計画（以下、UNEP という）を主体として、ライフサイクルア

セスメント 1（以下、LCA という）データベースの国際的なネットワーク化や、欧州委員会

により、製品や企業活動がそのライフサイクルの中で環境にどれだけの負荷を与えている

かを定量的に示す「環境フットプリント」等の検討が進められている。特に LCA データベ

ースのネットワークは今年開発者向けのフルローンチを終えたところであり、今後、欧州委

員会を中心に加盟各国において環境フットプリントの政策活用に関する議論が進んでいく

可能性がある。 
こうした国内外の動向を踏まえ、本事業では、環境フットプリントや LCA データベース

に関する最新状況および各国動向を調査すると共に、関連ラベリング制度やデータベース

等の LCA の施策活用に関する調査を実施した。これにより、環境負荷・削減貢献の「見え

る化」に関する国際的な状況を整理し、我が国の産業界の取組や事業活動の環境負荷削減の

「見える化」に資する情報を整理した。 
以下に、項目別の事業内容を記す。 

 

１－２．事業内容 
１－２－１．LCA の国際的な動向調査と対応方針の検討 
各国の政府・官公庁や産業団体、NGO 等における LCA の活用施策の動向を整理し、海

外動向に沿った政策を検討及び実施していくことは、日本の産業界がＬＣＡの分野におい

てグローバルに活躍するために必要な取組である。具体的には、LCA データベースの国際

動向、環境フットプリント、タイプⅢ型環境ラベル及び海外の主要イニシアティブ等を対象

として、LCA 政策活用の最新動向を整理した。 
 
１－２－１－１．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討 
製品のライフサイクルあるいはサプライチェーン全体の環境負荷を見える化するために

は、算出の基礎となるデータベースが必要となる。UNEP を主体として開発が行われてき

                                                   
1 ライフサイクルアセスメントは、対象とする製品の資源の採掘から素材製造、生産、製

品の使用・廃棄段階までのライフサイクル全体を考慮し、資源消費量や環境負荷物質の排

出量を定量的に把握するとともに、その環境への影響を評価する手法である。 
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た LCA データベースの国際的なネットワークである Global LCA Data Access Network 
（以下、GLAD という）が 2020 年 6 月から正式運用を開始しており、我が国からの意見発

信と国内産業界への情報共有を目的とし、GLAD の運営に係るウェブ会議へ参加した。 
以上の内容については、「２．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討」

を参照のこと。 
 
１－２－１－２．環境フットプリントに関する最新動向の把握 
欧州委員会により 2013 年 11 月に開始された環境フットプリントの試行事業は 2018 年

4 月に終了し、2018 年 4 月から 2021 年までは政策移行期間として位置付けられている。

その移行期間における欧州委員会の活動を対象として調査を実施し、政策活用及び技術的

課題の検討状況等の情報を収集、国内産業界への情報共有を図ることを目的とした、国内に

おける LCA の政策活用の検討の材料として整理した。具体的には、欧州委員会における環

境フットプリントの政策活用並びに技術的課題に係る検討の分析に加え、環境フットプリ

ントと欧州域内における他の環境政策との関連性について調査を行った。 
以上の内容については、「３．環境フットプリントに関する最新動向の把握」を参照のこ

と。 
 
１－２－１－３．タイプⅢ環境ラベルに関する国際動向の整理 
国内におけるタイプⅢ環境ラベルの活用方法の検討に資する情報として、各国政府の政

策とタイプⅢ環境ラベルとの関係や政策活用について海外動向を調査する。特に、欧米にお

ける政策担当者やタイプⅢ環境ラベルのプログラム運営者等を対象に、タイプⅢ環境ラベ

ルの政策活用動向や、サステナブルファイナンス、サプライチェーンマネジメント等におけ

るタイプⅢ環境ラベルの活用の動向等の調査を実施した。 
以上の内容については、「４．タイプⅢ環境ラベルに関する国際動向の整理と国内活用の

検討」を参照のこと。 
 
１－２－２．GVC を通じた削減貢献の評価に関する動向調査と対応方針の検討 
削減貢献の見える化を通して、産業界における削減貢献の評価に関する理解促進と取組

強化を図るため、以下の調査を実施した。 
 
１－２－２－１．削減貢献の定量化及び訴求方法の類型化 
低炭素社会実行計画の内容のうち、経済産業省所管の 41 業種における「低炭素製品・サ

ービスによる他部門での削減貢献」「海外での削減貢献」等の既存事例を対象に、削減貢献

の定量化や訴求の方法などを参考に、サプライチェーン上での立ち位置や、各業界団体によ

る HP 公表等といった活用方法等に基づき類型化を行った。 
以上の内容については、「５－２－２．訴求方法の類型化」を参照のこと。 
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１－２－２－２．業種・業態、目的別の訴求方法及び課題の抽出 
課題の抽出にあたり、国内外の削減貢献の評価に関する最新の動向の整理、情報を開示す

る側である業界団体や個別企業へのヒアリング及び意見交換に加え、開示情報を活用する

側として機関投資家や金融機関を想定し、投資家等の評価に資する削減貢献量の情報開示

の在り方等に関するヒアリング及び意見交換を実施した。 
以上の内容のうち、国内外の最新動向の整理については、「５－１．国内外の削減貢献の

評価に関する最新の動向の整理」を、業界団体や個別企業へのヒアリング及び意見交換につ

いては「５－２－１．課題の類型化」を、機関投資家や金融機関へのヒアリング及び意見交

換については「５－３．ESG 金融における削減貢献の活用の可能性」を参照のこと。 
 
１－２－２－３．削減貢献訴求の見える化を通じた取組強化策の検討 
上記１－２－２－１．及び１－２－２－２．の調査の内容を通して得られた知見を基に、

各業界・企業の削減貢献の見える化を図り、更なる取組強化のための対応方針の検討を行っ

た。 
以上の内容については、「５－４．削減貢献訴求の見える化を通じた取組強化策の検討」

を参照のこと。 
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２．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討 
LCA データベースの国際的なネットワーク化の構築に係る検討・開発は、2012 年 9 月に

欧州委員会がブリュッセルで開催した国際会議をきっかけに、その後国連環境計画（UNEP）
に主体を移し、議論が進められてきた。このネットワーク化の検討・開発については、

“Global LCA Data Access Network”、略して“GLAD”という呼称のもと、14 の国や地

域の政府関係者及び UNEP が検討に参加する国際的なイニシアチブに発展したが、その活

動は 2019 年 3 月に UNEP が運営するライフサイクルイニシアチブ 2の傘下へ移管され、

現在に至っている 3。 
本事業では、GLAD に関する最新情報の収集や、日本が有するデータベース開発に係る

知見に基づいた積極的な情報の収集及び発信等を目的に、GLAD の技術的課題の検討に関

するウェブ会議（計 5 回）に出席すると共に、ライフサイクルイニシアチブが公開している

各種イベントの開催報告の内容についても調査を行った。 
なお以下の記載では、LCA データベースのネットワーク化に向けた検討のイニシアチブ

とそれによって開発されるシステムの双方を GLAD と表記する。 
 
２－１．GLAD とは 
２－１－１．検討の背景 

LCA の実施者にとって、二次データ 4、特に海外製品のデータの入手の難しさは、LCA
を実施する上での大きな課題の一つとして認識されている。 

そうした中、ライフサイクルイニシアチブがデータベース開発のガイド文書、通称「湘南

ガイダンス」5を 2011 年に策定した。当該ガイダンスにおいて、今後の LCA データベース

のあるべき姿としてネットワーク化の考え方が示されて以来、国、業界団体、企業等、様々

な主体によって作成された二次データへ容易にアクセスができるクラウドサービスのよう

                                                   
2 UNEP と環境毒性学及び環境化学に関する国際学会（Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry; SETAC）が共同で 2002 年に立ち上げた官民共同のボランタ

リーなイニシアチブ。ライフサイクル思考（LCA を含む）を政策や事業活動における意思

決定に適用することを念頭にした議論を実施している。2019 年現在、同イニシアチブは

UNEP の単独運営となっている。 
3 移行前の GLAD の検討及び開発体制については、「平成３０年度国内における温室効果

ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減の「見える化」に関する検討

事業）報告書」を参照のこと。 
4対象とする製品のライフサイクルにおける各プロセスのうち、固有の設備での活動に関す

るデータを LCA の実施者が直接測定または収集したものを、一次データ（primary 
data）またはサイト固有データ（site-specific data）という。これに対し、統計や文献等

の一般的な情報源や、それらを基に構築された LCA データベースのデータを、二次デー

タ（secondary data）または一般データ（generic data）という。一次データの収集は情

報の機密性や作業工数の観点から困難なケースが多いため、LCA の普及にあたっては、入

手が容易で且つ精度（品質）の高い二次データの整備が求められる。 
5 “Global Guidance Principles for LCA Databases: A basis for greener processes and 
products” 
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（１）WG1：Nomenclature（名称体系） 
基本フローの名称体系に係る WG であり、ライフサイクルイニシアチブへの運営移管前

は WG2 と称されていた。 
異なるデータベース間では一般的に、名称体系が異なっている。名称体系が異なるデータ

ベースを併用して LCA を実施する場合、例えば“CO2”と“Carbon dioxide”のように、

同じ物質を異なる名称で取り扱っているケースがあるため、不適切な評価結果が得られる

可能性がある。 
ライフサイクルイニシアチブの傘下への移管前の同 WG では、異なるデータベースの相

互利用を可能とすることを目的に、複数のデータベースの間で基本フロー 8に関する“定義

の違いを整理し対応関係を取りまとめる作業”（マッピング）を通じて、データベース間の

名称体系の分析を行ってきた。同 WG の活動開始当初は、これらの分析を基に“Common 
flow list（共通の基本フローリスト）”を整備し、さらにその維持と更新に関する基本方針

を定めることで、LCA データベースやライフサイクル影響評価 9の手法開発者が参照すべ

き情報を提供することが同 WG の活動目的の一つとされていた。しかしながら、異なるデ

ータベース間の基本フローのマッピングの作業を通じ、共通の基本フローリストを定める

のではなく、得られたマップを用いて相互互換性を確保すべきであるという方針に転換し、

現在に至っている。 
ライフサイクルイニシアチブの傘下への移管後は、2020 年 3 月に活動を再開しており、

2021 年 3 月現在、基本フローのマッピングの作業を継続して進めている。またこれに併せ

て、WG1 への参加メンバー間でウェブ会議を開催し、作業の進捗に係る情報共有と議論を

行っている。 
本事業の期間中に開催された WG1 のウェブ会議のうち 1 回について、本事業の一環とし

て参加した。その概要を「２－２－３．WG1（名称体系）の活動」に示した。 
 
（２）WG2：Metadata（メタデータ） 
メタデータの記述子に係る WG であり、ライフサイクルイニシアチブへの運営移管前は

WG3 と称されていた。 
異なるデータベース間では一般的に、メタデータ 10の記述方法（フォーマット）が異なっ

ている。LCA の計算を実施する際、メタデータのフォーマットが異なる複数のデータベー

                                                   
8 調査対象のシステム境界に入る物質またはエネルギーで、事前に人為的な変化を加えず

に環境から取り込まれたもの、あるいは調査対象のシステム境界から出る物質またはエネ

ルギーで、事後に人為的な変化を加えずに環境へ排出されるものを指す。例えば大気への

CO2 の排出は、調査対象のシステム境界から人為的な変化を加えずに環境へ排出される物

質であり、基本フローに該当する。 
9 製品システムの潜在的な環境影響の大きさ、及び重要度を理解し評価することを目的と

した、LCA の構成段階。 
10 対象とする技術や、時間的・地理的有効範囲等、個々のデータセットの形式及び内容に

関する定性的な上位情報。 
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スを併用した場合、異なるフォーマットでの記載の内容を比較してデータセットを選択す

る必要が生じ、目的に応じた LCA の実施を阻害する可能性がある。 
同 WG では、異なるデータベースの相互利用を可能とすることを目的に、メタデータの

フォーマット間の差異の分析を行っている。その分析の結果に基づきメタデータの記述方

法に関するガイダンスを作成することで、メタデータの内容に基づいてユーザーが適切な

データセットを選択できるようにするのが、同 WG の狙いである。 
2017 年 7 月までに、同 WG が提出したメタデータの記述方法に関するガイダンスの案に

ついて関係者間でレビューが行われており、レビューの内容を反映したガイダンスが後述

の知識管理チームに共有され、ネットワークの開発に役立てられている。 
ライフサイクルイニシアチブの傘下への移管後は、2020 年 3 月に活動を再開しており、

2021 年 3 月現在、主にタイプⅢ環境ラベルのデータベースの GLAD への接続に関するメ

タデータの観点からの技術的課題の克服を中心に検討を進めている。またこれに併せて、

WG2 への参加メンバー間でウェブ会議を開催し、検討の内容に係る情報共有と議論を行っ

ている。 
 
２－２．2020 年度の活動 

2020 年度中には、GLAD の技術的課題の検討に関する議論が TMG のウェブ会議を通じ

て行われたのに加え、GLAD の活動を周知するためのイベントが開催された。以下にその

概要を示す。 
 
２－２－１．オンラインのローンチイベント 

LCA 実施者による GLAD の利用や LCA データベースの開発者による GLAD へのデー

タベースの接続を促進することを目的に、GLAD のローンチイベントがオンラインで開催

された。その概要を下表に示す。 
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３．環境フットプリントに関する最新動向の把握 
欧州委員会により 2013 年 11 月に開始された環境フットプリントの試行事業は 2018 年

4 月に終了し、2018 年 4 月から 2021 年までは政策移行期間として位置付けられている。

その移行期間における欧州委員会の活動を対象として調査を実施し、政策活用及び技術的

課題の検討状況等の情報を収集、国内産業界への情報共有を図ることを目的とした、国内に

おける LCA の政策活用の検討の材料として整理した。具体的には、欧州委員会における環

境フットプリントの政策活用並びに技術的課題に係る検討の分析に加え、環境フットプリ

ントと欧州域内における他の環境政策との関連性について調査を行った。 
 
３－１．環境フットプリントとは 
３－１－１．目的 
欧州委員会は、2010 年頃から、欧州連合内における単一市場法の達成と経済戦略

「EU2020」のテーマの一つである資源効率ロードマップの実現に向け、企業や製品の環境

パフォーマンスや資源効率性を改善するための共通手法等の確立を検討してきた。環境フ

ットプリントの手法論を導入することで、透明性を担保した比較可能性の追求による情報

開示を通じた選択的購買の促進と、欧州連合全体への単一手法の導入によるコストの回避

とビジネス機会の拡大の達成が企図されている。 
 
３－２．2020 年度の活動 
３－２－１．IPP/SCP エキスパートグループ会合 
移行期間における環境フットプリントの政策活用に係る検討については、IPP15/SCP16エ

キスパートグループの傘下に環境フットプリントサブグループを設置し、進められている。 
IPP/SCP エキスパートグループは欧州委員会環境総局の主導で 2005 年に設立された製

品環境政策を検討するグループであり、関連する欧州委員会の他の総局（成長総局、金融総

局、共同研究センター）に加え、欧州連合加盟国（計 27 ヶ国）の関係省庁、欧州域内の欧

州連合非加盟国の関係省庁等（計 11 組織）、業界団体・NGO 等（計 11 団体）がメンバー

として名を連ねている（いずれも 2021 年 3 月時点の集計値）。後述の環境フットプリント

サブグループも含めた IPP/SCP エキスパートグループの検討体制図を IPP/SCP エキスパ

ートグループの検討体制を下図に示す。 
 

                                                   
15 包括的製品政策（Integrated Product Policy） 
16 持続可能な消費と生産（Sustainable Consumption and Production） 
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るか否かを特定するために開発されたツールであり、その検討に係る技術専門家グループ

（TEG：Technical Expert Group）による最終版報告書が、2020 年 3 月に公開された 21。

最終報告書の附属書 22には、低炭素技術による GHG 削減量の定量化の手法として、ISO 
1406723、ISO 1404024、タイプⅢ環境ラベルと並んで PEF も挙げられている。 

EU タクソノミーにおける PEF の活用の状況について、環境総局の担当者に対し e メー

ルによる質疑を行ったところ、最終報告書が公開されてまだ間もない状況でもあり、現時点

では活用事例は存在しないとの回答を得た。また TEG による最終報告書を受けての政策立

案に向け、3 月までにオンラインによる意見公募 25を行っていたとのことである。 
 
３－３－２．欧州グリーンディール 

2019 年に発行された「欧州グリーンディール」26においては、持続可能な食料システム

の確立に向けた“Farm to Fork（農場から食卓まで）”戦略に関連して、環境フットプリン

トについての言及がなされている。Farm to Fork 戦略に関しては「３－３－５－１．新し

い消費者アジェンダ」で後述する。 
 
３－３－３．新サーキュラーエコノミー行動計画 
サーキュラーエコノミーの政策パッケージにおける環境フットプリントの手法論の活用

は、試行事業の期間中にも示唆されており、2020 年に発行された新行動計画の計画書 27に

おいても多数の言及がなされている。その詳細は、「３－３－５－２．“Sustainable products 
initiative”」において後述する。 
 
３－３－４．欧州バッテリー規制の改正案 

2020 年 12 月に、域内市場・産業・起業・小規模企業総局の主導により欧州バッテリー規

                                                   
21 Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 
March 2020 
22 Taxonomy Report: Technical Annex, Updated methodology & Updated Technical 
Screening Criteria, March 2020 
23 ISO 14067:2018, Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements 
and guidelines for quantification 
24 ISO 14040:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Principles 
and framework 
25 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-
Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy 
26 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS – The European Green Deal, COM/2019/640 final 
27 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS – A new Circular Economy 
Action Plan For a cleaner and more competitive Europe, COM/2020/98 final 
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制の改正案 28が発行された。この改正案の中では、バッテリーのカーボンフットプリントに

関する規定も盛り込まれており、その定量化にあたっては、改訂も視野に入れつつ、環境フ

ットプリントの試行事業において策定した PEFCR を参照するものとされている。 
 
３－３－４－１．背景 
先述の欧州グリーンディールでは、成長が予想される電動車市場への供給も視野に入れ

つつ、全てのバッテリーを対象とした安全且つ循環型で持続可能なバリューチェーンの確

保を目指して、2020 年には法律を提案するとされている。 
同じく先述の新サーキュラーエコノミー行動計画では、主要な製品バリューチェーンと

してプラスチック等 7 つのセクターが取り上げられており、この中にバッテリーと車両が

含まれている。バッテリーについては以下の要素等を考慮し、欧州バッテリー指令の評価と

欧州バッテリー同盟 29の作業を通じて、新しい規制の枠組みを 2020 年中に提案することと

されている。 
 希少資源の回収のためのバッテリー回収率・リサイクル率の向上 
 バッテリーの持続可能性と透明性に係る要件の検討（バッテリー製造時のカーボ

ンフットプリント、原材料のエシカル調達、再使用・リサイクル・転用の促進等） 
 
３－３－４－２．改正案におけるカーボンフットプリントの取扱い 
欧州バッテリー規制の改正案では、政策オプションとして 1：BaU、2：中レベル、3：高

レベル、4：最高レベルの 4 つの段階を想定しており、カーボンフットプリントに関しては

これらのうち 2, 3 の 2 つの段階において、導入開始時期と並んで用件が挙げられている。

その内容を下表に示す。 
 
  

                                                   
28 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC 
and amending Regulation (EU) No 2019/1020, {SWD(2020) 334} – {SWD(2020) 335} – 
{SEC(2020) 420} 
29 500 以上の組織が参加し、産官共同でバッテリー関連の政策を検討する欧州のイニシア

チブ。基金は EU が設立。日本からの参加組織は、豊田通商株式会社（欧州現地法人）、

SMC 株式会社の 2 社（2021 年 3 月現在）。 





24 
 

３－３－５．その他 
欧州委員会におけるLCAを活用した定量的情報を消費者コミュニケーションに活用する

施策について、環境総局との e メールによる質疑と、そこから得られた情報源情報を基にし

たインターネット調査を行った。複数の総局が以下に述べる施策を発信しているが、共通点

としていずれも環境フットプリントの活用を想定している。 
 
３－３－５－１．新しい消費者アジェンダ 

2020 年 11 月に発行された「新しい消費者アジェンダ（持続可能な回復のための消費者

のレジリエンスの強化）」35について、その概要を記す。 
「新しい消費者アジェンダ」は、2020 年に失効する 2012 消費者アジェンダと、先述の

2019 年の欧州グリーンディールを基に、新たに構築された消費者アジェンダである。現時

点で進行中のコロナウイルスの感染拡大における差し迫った消費者ニーズに対応し、レジ

リエンスを高めることも目的としている。欧州グリーンディール、新サーキュラーエコノミ

ー行動計画、欧州デジタル未来の形成に関するコミュニケーション等、他の欧州イニシアチ

ブを補完する位置付けとなっており、このアジェンダの 5 つの柱のうちの一つが“Green 
Transition”とされている。 
コロナウイルスの感染拡大の中、変化する消費パターンによる課題として、使い捨て包装

やプラスチック製の衛生用品の利用に伴う廃棄物の急増、オンラインアクセスへの格差な

どが挙げられている。欧州委員会は 2022 年までに、政策イニシアチブの基礎として、欧州

域内の市民の消費パターンに対するコロナウイルスの長期的影響を調査し、展望を持つこ

とを計画している。 
Green Transition のセクションにおいては、欧州の消費者が商品の長寿命化や耐久性向

上を支持する傾向、カーボンニュートラリティをはじめとする環境側面への意識の高まり

に触れ、持続可能な製品へのアクセスの必要性を述べている。次いで、欧州グリーンディー

ルは経済成長と資源消費がデカップリングされ自然資本と生物多様性への負の影響が軽減

ざれるための戦略を打ち出すとしている。ここで適用する指標として、消費者に関わる全て

の分野で環境フットプリントを掲げており、その活用を通じ消費者の行動変革を訴えると

している。 
具体的に挙げられている環境フットプリントの活用例として、先述の“Farm to Folk”が

ある。これは、EU の食品システムの環境フットプリント、気候フットプリントを低減する

ことを目指しており、製品環境情報に基づき消費者が健康で持続可能な食品を選択するこ

とを支援するとしている。 
また Green Transition のために必要な製品情報に関連して、製品の耐久性、修理可能性、

                                                   
35 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL – New Consumer Agenda Strengthening 
consumer resilience for sustainable recovery, COM/2020/696 final 
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アップグレードの可能性を含む製品の環境特性に関する情報の信頼性と比較可能性の問題

に取組むとしている。 
このアジェンダの中では、グリーンウオッシュから消費者を保護するための施策として、

製品並びに組織の環境フットプリントの評価手法を使用して企業が Green claim を実施す

ることが提案されており、先述の“Green claims initiative”との連携が見て取れる。 
欧州委員会では、製品の持続可能性に係る情報を基に消費者が行動できるような仕組み

作りや、また、一定のグリーンウォッシュや製品の早期陳腐化等からの消費者の保護、また

環境フットプリント手法に基づいた Green claim の検討を進める計画を立てており、2021
年に法制立案を目指している。 
 
３－３－５－２．“Sustainable products initiative” 

2020 年 3 月に制定された先述の新サーキュラーエコノミー行動計画と関連して、環境総

局、域内市場・産業・起業・小規模企業総局、エネルギー総局が共同で“Sustainable products 
initiative”を発信している 36。このイニシアチブは、エコデザイン指令を改訂し、必要に

応じて追加の立法措置を提案し、EU 市場に投入された製品をより持続可能なものにするこ

とを目的としている。消費者は、より耐久性があり、再利用可能で、修理可能で、リサイク

ル可能で、エネルギー効率の高い製品の恩恵を受けることが想定されている。 
この中で、エコデザイン指令はエネルギー関連製品を越えて対象範囲を拡大し、可能な限

り幅広い製品を対象とした改訂を行うこととしている。この改訂を通じて、特に新サーキュ

ラーエコノミー行動計画で発表された他のイニシアチブとの連携を通じ、製品および組織

の環境フットプリント手法を使用した環境主張等、持続可能な製品、サービス、ビジネスモ

デルによる一貫した政策の枠組みの確立を目指すとしている。 
このイニシアチブは、全ての製品について高い環境パフォーマンスを確保するための基

盤を提供することを目的としており、デジタルパスポートやタグ付けなどのソリューショ

ンを含む、製品情報のデジタル化が重視されている。 
業界分野としてはエレクトロニクス、ICT、繊維製品、家具、鉄鋼、セメント、化学薬品

が挙げられている。 
このイニシアチブの施行にかかる経済的影響の予測として、原材料調達や製品製造に関

連する気候や環境への悪影響を減らすための措置は、少なくとも短期的には、生産者や小売

業者に追加のコストが発生し消費者の購買価格は上昇するが、それに伴い社会全体が負担

する対策費用が軽減されるとしている。また規模の経済により、長期的には購買価格の上昇

分は小さくなるとの予測も示されている。 
 

                                                   
36 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-
Sustainable-Products-Initiative 
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３－４．まとめと今後の活動の展望 
IPP/SCP エキスパートグループと環境フットプリントサブグループ、また技術諮問委員

会における検討と平行して、欧州委員会環境総局は“The green claims initiative”を立ち

上げ、環境フットプリントの政策活用に向けた検討を推進している。ただし、11 月に開催

されたオンラインのワークショップでも多数挙げられている通り、各ステークホルダーか

らの反応は必ずしも好意的とは言い切れないのが実情である。 
一方、環境総局の活動とは別に、環境フットプリントの試行事業における成果を政策に活

用する動きが各所で散見されている。その最たるものが欧州バッテリー規制の改正案であ

り、カーボンフットプリントの算定と開示の義務化等、これまでの環境総局による検討に比

べて一歩踏み込んだ内容となっている。これらの動向については、今後も注視が必要と考え

られる。 
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４．タイプⅢ環境ラベルに関する国際動向の整理と国内活用の検討 
タイプⅢ環境ラベル（EPD：Evironmental Product Declaration）は、LCA 情報の社外

コミュニケーションツールとして 2004 年頃に日本やスウェーデンで運用が開始され、2013
年頃からは欧州で建材分野のプログラム運営者のプラットフォームである Ecoplatform が

構築され、現在に至っている。カーボンフットプリントについては、2007 年頃に英国から

各国に取組が広がり、日本においても 2008 年から制度試行事業が行われ、構築されたスキ

ームは 2011 年度に民間移行された。こうした定量型環境ラベルは、民間プログラムとして

活用の展開が進んでおり久しい。ここでは、海外におけるタイプⅢの活用がどのように進ん

でいるのかを調査し、その展開について考察した。 
 

４－１．タイプⅢラベルに関する国際動向の整理 
調査の実施にあたっては、欧米及びアジア諸国における政策担当者やタイプⅢ環境ラベ

ルのプログラム運営者等を対象とし、以下の項目について調査を行った。 
 消費者向けのインセンティブの付与に関連する政策への活用 
 サステナブルファイナンスへの活用 
 サプライチェーンマネジメントへの活用 

 

調査対象機関の概要と調査方法を下表に示す。 
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2019 年 経済社会環境評議会（CESE）による意見「環境ラベリング、循環経済の実施

のためのてこ（L'affichage environnemental, levier pour la mise en oeuvre 
de l'économie circulaire）」を公表。 
（環境ラベリングの取組を政府の循環経済ロードマップにどのように位置づ

けるかが論点となった模様） 
2020 年 廃棄物と循環経済との闘いに関する法律（循環経済法）が施行される。同法

は特に企業のエココンセプトを促進するための環境ラベルの展開を支援およ

び加速することにより、持続可能な生産を促進するという目的（同法第 15 条

（付属資料 1））を有しており、ADEME が進める環境ラベルの試行事業の根

拠となっている。 
 
４－１－１－２．ADEME による環境ラベルの運用状況 

ADEME によると、環境ラベルは検証済みのベンチマークに従って、製品・サービス、小

売店の商品陳列棚、またはインターネットに表示されるＡ～Ｅの 5 段階評価であり、製品・

サービスのライフサイクル全体を対象としている。 
ADEME は公共サービス委任組織（DSP）を設置、下記の任務が遂行され、環境ラベリン

グの技術的および方法論的フレームワークを保証するとしている。 
 ミッション 1：新しい基準の検証または既存の基準の改訂 
 ミッション 2：企業が自主的に製品やサービスに付与した環境評価の検証 

DSP は、衣料品及び靴を優先して、規模に関係なく全ての企業に環境ラベルの取得を促

進することも任務としている。 
ラベルの取得を希望する企業に提供される計算のためのツールとして、下記が挙げられ

る。ADEME では、これらの適用により結果の比較可能性が保証されるとしている。 
BaseImpacts®、ProductReport® BtoC 製品の環境ラベルに表示する内容を計算す

るためのデータベースおよび計算ツール。2014 年

に公開。 
BPC30-323 基準 
（一般原則と方法論的枠組み） 

BtoC 製品の環境ラベルに表示する内容を計算す

るための、全ての製品カテゴリに共通する基準。 
セクター別ベンチマーク 環境ラベルの結果の比較可能性を確保するため

に、個々の製品カテゴリに対して LCA を具体的に

実施する方法を記載した文書。タイプⅢ環境ラベ

ルの PCR に相当。 
表示形式 環境ラベルによる表示のためのルールが定義され

ており、全ての製品カテゴリに共通で ADEME 商

標が IMPACT ENVIRONNEMENTAL®として登

録される（下図）。 
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図４－１－１ IMPACT ENVIRONNEMENTAL®ラベル 38 

 
４－１－１－３．食品部門における実証 
環境連帯移行省（Ministère de la Transition écologique et solidaire）のミッションレタ

ーに従い、ADEME は食品部門を対象とした環境ラベルの実証プロジェクトを進めている。

食品部門は消費費者にとって購入が頻繁であること、家計支出の大きな割合（16％）を占め

ること、また農業部門としても二酸化炭素排出量の占める割合が大きいこと（世界で 21～
37％、フランス 18％）から、環境ラベルの対象とする製品カテゴリとして ADEME も重視

しており、食品セクターの特異性と複雑性を鑑みて慎重に実験を進めることとしている。実

験期間は 2020 年 2 月から 2021 年 8 月までで、消費者に対する情報提供の方法のテストが

行われる。またテストの副次的な目的として消費者への情報提供よる食事習慣の変革、農業

生産者等を含む食料や生産方法・サプライチェーンの改善の検討が挙げられている。 
プロジェクトの推進にあたっては、参加希望者を募集し、本プロジェクトの評価基準に従

うか、あるいは既存の環境ラベルのシステムを適用してテストが実施される。実証にあたっ

ては、運営委員会、科学評議会、横断 WG が設置され、テストと並行して以下の点が整理

されることとなっている。 
 2020 年 7 月～ ： 算定する指標の選定 
 2020 年 10 月～ ： 情報提供時の表示形式 
 2020 年 11 月～ ： 実施コストなどの実施条件 

科学評議会による最終的なプロジェクトの評価は 2021 年夏、最終とりまとめは 2021 年

11 月を予定している。 
 
４－１－２．IBU（ドイツ） 

建築製品を対象としたドイツのタイプⅢ環境ラベルプログラムの運営者である IBU に対

し、オンラインでヒアリングを実施した。その概要を以下に記す。 
 

                                                   
38 https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-
produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-
environnemental/affichage-environnemental-contexte-objectifs 
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４－１－２－１． タイプⅢ環境ラベルにおける電子データの活用状況 
IBU は、建築分野に特化した、InData39と呼ばれる電子版のタイプⅢ環境ラベルを開発、

運営している。InData の活動にはドイツだけでなく、英国、フランス、スウェーデン、デ

ンマーク、ノルウェーなど欧州諸国のプログラム運営者が多数参画しており、複数国にまた

がるタイプⅢ環境ラベルのデータベースを、API 接続によりオンライン上に集約したプラ

ットフォームとして、一般にも公開されている。ドイツのタイプⅢ環境ラベルのデータベー

スとしては、ÖKOBAUDAT40等が組み込まれている。 
 
４－１－２－２．混在する LCA データベースに対する懸念 
日本では IDEA、国際的には ecoinvent や GaBi 等、多くのタイプⅢ環境ラベルのプログ

ラムは特定の LCA データベースに基づいて設計されている。ただし、各々のプログラム運

営者が異なるデータベースを利用しており、例えばドイツの ÖKOBAUDAT は GaBi を基

に構築されているが、日本の EcoLeaf は IDEA を用いている。またオランダ等、ecoinvent
の利用を推奨するような国も存在する。 
こうした状況については、国際社会におけるタイプⅢ環境ラベルの協調性の観点からは

懸念の声もある。IBU の担当者も統一される方が望ましいとの認識を持っており、異なる

データベースを使うことで算定結果が大きく変化する可能性にも言及した。 
また、LCA データベースの国際協調を目的とする GLAD の動向にも目が向けられてお

り、タイプⅢ環境ラベルと GLAD の協調について議論する機会がこれまでにも何度かあっ

たとのことである。 
一方で、IBU の担当者はタイプⅢ環境ラベルをより有益なものとするためには、データ

ベースを統一すること以外にも様々な手段が考えられるとしており、異なるデータベース

を使用しているということイコール協調性（統一性）がないということではないという点も

強調した。 
 
４－１－２－３．欧州におけるタイプⅢ環境ラベルの現状 
タイプⅢ環境ラベルの活用に関連し、PCR（Product Category Rule）の策定プロセス等、

様々な手順が複雑で長い時間を要することへの懸念もある。これに対し、ドイツを初めとす

る欧州諸国では、PCR の策定プロセスの簡素化に向けた動きがある。 
例えば、建築資材に関しては EN15804 で既に PCR に使用できる統一的なルールが定め

られており、PCR の策定に要する時間は大幅に短縮されている。また、例えば一社しか製

造していない製品等のニッチ製品については、汎用性のある PCR（ジェネリック PCR）が

用意されていて、個別に PCR を作る必要がなくなっている。 
 

                                                   
39 https://www.indata.network/data/ 
40 https://www.oekobaudat.de/en/database/database-search.html 
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４－１－２－４．ESG 投資への活用 
ESG 投資における投資機関と企業の対話において、タイプⅢ環境ラベルの実績を材料と

する可能性については、IBU の担当者はタイプⅢ環境ラベルで自社製品の優位性をアピー

ルするという点に対し非常に慎重な姿勢を示した。タイプⅢ環境ラベルは同じ機能を持っ

た製品同士を比較したり、自社製品を競合製品と比較したりする特別な機会だけに使用で

きるとの認識も示され、タイプⅢ環境ラベルの指標だけでは製品としての価値や企業全体

の評価に使うのは不適切であるとのスタンスを維持していると考えられる。また、タイプⅢ

環境ラベルの情報について金融機関等から共有を求められたことも特にないとのことであ

る。 
 
４－１－２－５．サプライチェーンマネジメントへの活用 

IBU の担当者によれば、建築分野においては建築施工業者がそのサプライヤーに対して、

よりデータ品質の高いデータとしてタイプⅢ環境ラベルの取得と開示を要求する、という

形で活用されているとのことであり、先述の ÖKOBAUDAT 等を通じてタイプⅢ環境ラベ

ルの製品登録情報そのものがサプライチェーン間で共有、活用される以上の活用方法は特

に存在しないものと考えられる。 
 
４－１－２－６．サーキュラーエコノミーにおけるタイプⅢ環境ラベルの役割 
サーキュラーエコノミー（CE）におけるタイプⅢ環境ラベルの役割は、欧州でも注目さ

れている。一方で、現状のタイプⅢ環境ラベルはサーキュラリティーの評価に優れていると

は言えず、単にリサイクル原料の含有率等を示すだけでは不充分である、というのが IBU
の担当者の認識である。 

具体的には、含有される化学物質やそれらの粒子サイズ等、より細かい情報が必要であり、

更にどの程度特定の物質を抽出し易いか、接着剤の使用の有無等、使用後処理（EoL：End-
of-Life）におけるダイナミックな情報が必要とのことである。また、製造業者が自社の製品

の EoL のプロセスを把握しているケースは非常に稀であることから、製造業者とリサイク

ル業者との連携も重要であるとした。 
CE に関わる認証スキームとして、Cradle to Cradle CertifiedTM（以下、C2C 認証）が存

在する。この認証制度は、当該製品の社会における循環スキームの具体的実現性を、自然生

態系の循環システムにならって評価するコンセプトを有しており、オランダに本拠地を置

く Cradle to Cradle Products Innovation Institute41が運営を行っている。この C2C 認証

と、既存のタイプⅠ・タイプⅢ環境ラベルとの比較をベルリン工科大学が行っており、その

論文が IBU のホームページにて紹介されている 42。この C2C 認証については、IBU の担

当者からは、アイデアには賛同するが認証の仕組みを作ることは困難である、C2C 認証の

                                                   
41 https://www.c2ccertified.org/ 
42 https://ibu-epd.com/en/cradle-to-cradle-paper/ 
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考えに沿うことが必ずしも LCA 的に環境に良いとは言えないとのコメントが寄せられ、現

状でタイプⅢ環境ラベルとの連携を検討することに難色が示された。 
 
４－１－３．USGBC（米国） 
米国で LEED を運営する USBGC に対し、オンラインでヒアリングを実施した。その概

要を以下に記す。 
 
４－１－３－１．GRESB と ESG 投資について 
投資判断の指標として活用される、不動産業界の持続可能性に係るベンチマークである

GRESB について、元運営母体である USGBC の担当者は、ESG の考え方とオーバーラッ

プする部分はあるとしながらも、GRESB が ESG を包含しているという捉え方はしていな

い、とのコメントを得た。GRESB には環境領域に加えて、より幅広い（例えば人間の肉体

的及び精神的健康に関する）指標も含まれている。一方で、ESG における「S」と「G」の

要素に関して言えば、GRESB は未だ発展途上であるとの認識をしている。また、GRESB
は「E（環境）」については有効な指標を持っているものの、これらは LCA 的なものではな

いことにも言及した。 
なお、金融機関が目にする ESG 指標として GRESB があり、GRESB / LEED / EPD / 

LCA 手法という複層構造で LCA の定量性が ESG 投資に活用されているとの理解をヒアリ

ング実施者が示したところ、USGBC の担当者からは同意を得ることができた。 
 
４－１－３－２．LEED 取得のインセンティブ 

LEED は GRESB の評価にも直結するが、GRESB 以外にも LEED 取得のインセンティ

ブは多岐に渡る。その最たるものとして、USGBC の担当者は政府機関（都市や郡等の地方

政府を含む）が環境領域でのリーダーシップを発揮したいという動機を挙げた。環境に配慮

した取組であることを裏付ける、信頼性のある第三者認証として LEED が活用されている

とのことである。 
民間企業レベルにおいては、サステナビリティレポートでの報告に活用されるケースや、

取得による税制上の優遇措置等も取得の背景にある模様である。 
また USGBC の担当者は、不動産会社にとっては、顧客からの強い需要が取得を後押し

していることも考えられるとした。特に都市部においては、従業員がサステナブル認証を取

得しているオフィスで働きたいという需要もあるとのことである。また、LEED 取得によ

って賃料を上げられる等、直接的な売上増につなげられるわけではないものの、空室が早く

に埋まり易い等、経営面でのメリットがあるとした。 
 
４－１－３－３．米国における環境情報の電子化の流れ 
先述の InData 等とは性質が異なるが、米国においてもタイプⅢ環境ラベルの電子化（デ
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ジタル化）されたデータベースの構築が進んでいる。建物については近年、使用段階の省エ

ネ・創エネだけでなく、建築材料由来の GHG 排出・吸収量が注目されている。USBGC の

担当者からは、現在最も注目を集めているツールとして、建築物向けの EC3（Embodied 
Carbon in Construction Calculator）と呼ばれる無料ツールが挙げられた 43。EC3 にはマ

イクロソフトやグーグル、アマゾンなど名だたる大企業がスポンサーとして参画しており、

原材料に関する様々な条件を入力することで、GHG 排出量が表示されるシステムが構築さ

れている。アメリカにおいては、ここ 2～3 年で理解が進み、原材料の環境負荷にも目が向

けられるようになったとのことである。 
EC3 以外にも、近年注目を集めているツールとして以下の 3 つが紹介された。 
 Impact Estimator44 
 tally45 
 One Click LCA（※欧州発）46 

 
４－１－３－４．CE や C2C（Cradle to Cradle）認証について 

USBGC の担当者からは、C2C 認証へのタイプⅢ環境ラベルの活用に大きな期待を寄せ

ている旨が示された。C2C 認証プログラムのディレクターに元 USBGC 職員が在籍してい

る等、両者が非常に近い関係性にあることも伺うことができ、また C2C 認証プログラム内

部でもタイプⅢ環境ラベルの必要性に対する認識が浸透してきたとのコメントも得られた。 
タイプⅢ環境ラベルをどのようにして C2C 認証に活用するか等について、現時点では具

体的な提案はなされていないが、近くに発表予定の C2C 評価システム（改訂版）では、何

らかの形でタイプⅢ環境ラベルの活用法に関する情報が含まれるだろう、との見立てが示

された。 
また CE や C2C の実現のためには、原料に関する詳細な情報開示だけでなく、PaaS（製

品のサービス化／物質的な製品は常に企業に帰属し、使用済み製品回収のインセンティブ

のあるビジネスモデル）や廃棄物ゼロ製造（Zero waste manufacturing）も、重要な戦略と

して示された。 
 
４－１－４．TGO（タイ） 
タイにおけるカーボンフットプリントのプログラム運営者である TGO に対し、オンライ

ンでヒアリングを実施した。その概要を以下に記す。 
 
４－１－４－１．BtoC 製品及び BtoB 製品の環境ラベルの現状 

BtoC 製品における環境ラベルの普及は、日本を始め多くの国で期待が高まっている一方

                                                   
43 https://buildingtransparency.org/ec3 
44 http://www.athenasmi.org/our-software-data/impact-estimator/ 
45 https://kierantimberlake.com/pages/view/95/tally/parent:4 
46 https://www.oneclicklca.com/ 
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で、実際には活路を見出せていないのが現状である。タイの TGO が運営するプログラムに

おいても、製品登録数のうち約 4 割が BtoC 製品を示すもののの、消費者の受容の観点での

実態は日本同様に厳しい状況であることが明らかとなった。 
半数近くが BtoC 製品でありながら、TGO の担当者も環境ラベルが一般消費者に受け入

れられているとは考えておらず、一般消費者における環境への興味関心は低いと認識が示

された。TGO のプログラム BtoB 製品の登録数の伸びに支えられているのが現状とのこと

である。 
また、BtoC 製品で認証を取得してもラベル掲載の義務等はなく、消費者とのコミュニケ

ーションを目的とした認証取得は限定的である上、消費者に環境情報をアピールしても効

果はないとの認識も示された。 
BtoB 製品においては、海外向けに輸出を行う事業者間でラベルの取得が浸透しており、

製造業や建設関連を中心に伸びているとのことである。 
 
４－１－４－２．カーボンフットプリントとカーボンリダクション 
環境的ネガティブ情報（CO2 がどれだけ排出されたか）を示すカーボンフットプリント

に対し、TGO は近年、ポジティブ情報（CO2 排出をどれだけ削減できたか）であるカーボ

ンリダクションラベルを導入した（2014 年より登録公開開始）。タイ政府にも働きかけて実

現したカーボンリダクションラベルは、TGO にとっては真の環境効果を示すものとのこと

である。 
TGO のカーボンリダクションラベルの取得には、カーボンフットプリントの値がベース

年比 2%削減、あるいはベンチマークと同等もしくはそれ以下の 2 条件のうち、いずれかを

満たす必要がある。原料の海外輸出が多いタイにおいては、輸送に係る排出が大きいことか

ら 2％削減を達成できる事業者は少なく、取得事業者のほとんどがベンチマークを基準にし

た評価を受けているのが現状との認識が示された。 
ベンチマークは 6 カ月に 1 度の頻度で見直しが実施され、カーボンフットプリントを含

め、過去に収集したデータを基に設定しているとのことである。 
 
４－１－４－３．ラベル取得のインセンティブ 

TGO の担当者からは、近年のラベル取得数増加の最も大きな要因として海外からの圧力

が挙げられた。 
製品原料の海外輸出が多いタイの輸出企業においては、日本以上に海外の圧力が強い状

況にあることも考えられる。タイ国内における競争も激しいことから、ある業種において主

要企業一社がラベルを取得すれば、他社が次々に取得に動くといった状況もあるとのこと

である。自動車部品のラベルが複数登録されている背景にも、海外向け製品であることが大

きいとた。 
一方で、企業の気候変動対策活動や CSR などを目的とした取得もあるものの、ESG 等に
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関連付けての投資の促進を目的としたラベルの取得事例については、特に認知されたもの

はないとこのことである。 
 
４－２．まとめ 
４－２－１．消費者向け施策について 

依然としてタイプⅢ環境ラベルに関わる消費者向けの具体策は見出されていないが、フ

ランスの強力な消費者向け実証事業の実施体制は注目される。コロナウイルスの感染拡大

の影響が懸念されるが、推移を注視する必要がある。また、欧州では消費者向けの施策検討

においても多様な環境側面が常に意識されている点が、日本と対照的であることが改めて

確認された。 
タイにおいては、消費者コミュニケーションの観点からのラベルの活用は効果を上げて

いるとは言えず、ラベルを取得する事業者のインセンティブとなり得ていない状況が明ら

かとなった。 
 
４－２－２．サステナブルファイナンスについて 

タイプⅢ環境ラベルとサステナブルファイナンスとの関係性について、ドイツ IBU の担

当者からは、タイプⅢ環境ラベルは比較可能性を追求しておらず、製品環境情報の共有のた

めのツールに徹しているとの認識を示しており、製品環境情報の共有を通じたサプライチ

ェーンでの協同による削減という考え方はタイプⅢ環境ラベルの目的の範囲外と目されて

いる模様である。 
USGBC の担当者は、GRESB、LEED、タイプⅢ環境ラベルの各階層のコミュニケーシ

ョンを俯瞰しており、サステナブルファイナンスにおける活用は GRESB という階層の指

標に集約されている。米国においては、ここ 2～3 年で内包炭素（Embodied Carbon）への

理解が進み、マテリアル（原料）の環境負荷にも目が向けられるようになったことなど環境

側面の多様な取組についての示唆を得た。  
 
４－２－３．サプライチェーンマネジメントについて 
タイプⅢ環境ラベルとサプライチェーンマネジメントとの関係性について、ドイツ IBU

の担当者からは、タイプⅢ環境ラベルは比較可能性を追求しておらず、製品環境情報の共有

のためのツールに徹しているとの認識を示しており、製品環境情報の共有を通じたサプラ

イチェーンでの協同による削減という考え方はタイプⅢ環境ラベルの目的の範囲外と目さ

れている模様である。 
またタイプⅢ環境ラベルをデータベース化するツールをサプライチェーンの川下側が活

用する流れは、欧州だけでなく米国においても建築分野で活発化しつつある状況を確認で

きた。 
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４－２－４．その他 
C2C 認証については、ドイツ IBU と米国 SGBC との間で適用あるいは連携の積極性に

ついて差が認めらた。これは、IBU はタイプⅢ環境ラベルプログラムの運営者、USGBC は

建築物の環境性能評価システムである LEED の運営者という立場の相違によるものと考え

られる。 
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５．GVC を通じた削減貢献の評価に関する動向調査と対応方針の検討 
５－１．国内外の削減貢献の評価に関する最新の動向の整理 
５－１－１．ミッション・イノベーションによる改訂版レポートの分析 

2015 年の COP21 で採択されたパリ協定では、長期的な排出量削減の目標（いわゆる 2℃
目標および 1.5℃）に言及されており、この目標達成に向けては、世界全体で排出削減のイ

ノベーションを進めることが必要とされている。 
この気候変動対策におけるイノベーション促進の重要性を踏まえ、COP21 の会議の場で、

有志国によるクリーンエネルギー分野の研究開発に対する官民の投資を促すことを目的と

したイニシアチブとして、「ミッション・イノベーション」（Mission Innovation, MI）が設

立された。現在では、日本を含む 23 カ国（米国、英国、中国など）と EU が参加する国際

イニシアチブとなっている。MI では、賛同する国・地域において、クリーンエネルギー分

野への政府研究開発投資を 5 年間で 2 倍にすることが目標とされている。 
MIでは、年に 1回の頻度で 2020年までに合計で 5回の閣僚級会合を開催してきており。

このうち、2018 年 5 月に開催された第 3 回の会合でアクションプランが発表されている。

アクションプランでは、エネルギーイノベーションに対する民間企業のエンゲージメント

と投資を増やす必要性が改めて確認されており、その一環として、投資家が機会を分析する

ことを目的として、削減貢献量の算定枠組みの開発が取り上げられた。また併せて、1.5℃ 
Compatible Solution Framework（地球の気温上昇を 1.5℃に抑えるために必要とされる排

出削減のソリューションを特定することを目的にした投資の枠組み）と呼ばれる枠組みが

構築されており 47、この枠組みの中で投資の判断として削減貢献量が取り上げられている。

これに関連し、MI では、削減貢献量評価の手法論や活用方法に関する 2 つのレポートのド

ラフト版 48を 2018 年に公開、その後 2019 年にはそれらの改訂版を公開しており、また改

訂版の公開に併せて 3 番目のレポートも公開した。 
 
  

                                                   
47 Mission Innovation．“Net Zero Compatible Innovations Initiative”, 
https://misolutionframework.net/ 
48 MI によるドラフト版レポートの分析の内容については、「令和元年度国内における温室

効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減貢献量の見える

化に関する調査事業）報告書」を参照のこと。 
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【ソリューションの集合体】 
例えば、電気自動車の幅広い普及が充電スタンドのインフラを必要とし、またバッテリー

技術の開発の恩恵を受ける等、一つのソリューションが他のソリューションの開発や特定

の市場の開発に依存するようなソリューションの相互依存が成立する可能性がある。よっ

て、全体的な影響という観点から、関連するソリューションのグループあるいは集合体全体

を評価の対象とすることが適切なケースがあり得る。 
 
【将来の市場シェア、並びに市場メイカー対市場テイカー】 

将来のソリューションにとって、将来の市場全体の規模と当該のソリューションの市場

シェアは重要な要素である。また個々のソリューションは、例えば電気自動車用の充電イン

フラのように市場の創出に寄与するもの（市場メイカー）にも、また創出される市場に依存

せざるを得ないもの（市場テイカー）にもなり得る。これを踏まえると、市場シェアの予測

には、現状の市場シェアの外挿による予測と、市場自体を新たに創出するとする予測の両側

面が考えられる。裏を返せば、既に市場が存在するソリューションであるか否か、また市場

が存在しないのであればいつ頃市場に参入しどれくらいのスピードで普及するかが重要な

要素であるということもできる。 
 
【ソリューションの TRL】 

将来のソリューションを評価対象とする場合は、当該技術の現時点での技術成熟度レベ

ル（Technical Readiness Level, TRL）に関する評価を併せて行うことが推奨される。 
 
【戦略的ソリューション】 
戦略的ソリューションは重要な戦略的影響を及ぼし得ると考えられており、脱炭素化が

困難な特定の領域、あるいは排出量の乖離が生じ得る領域に対応することが可能であると

されている。よって、これらのソリューションから適切な成果が得られることにより、より

大きな戦略的影響力をもたらすと考えられ、政策的観点からより大きな支援を得られる可

能性がある、としている。なお、ここで言及されている戦略的ソリューション（strategic 
solutions）については、他のモジュールの文書も含め、明確な定義はなされていない。 
 
（２）ベースライン 

モジュール 2 の「3.6  Baseline」では、ドラフト版の記載の内容を取りまとめる形でベ

ースラインの選択の考え方を示した表が追加された。 
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の設問では排出削減量の値の回答は求められていないが、これらの製品が収入に占める割

合については回答が求められている。 
モジュール 2 では、AEF の方法論は削減貢献を可能にする製品の評価に直接関係すると

されている。 
 
【TCFD】 

TCFD の枠組みにおける気候変動関連の機会に係る情報開示事項では、企業が自社の製

品及びサービスのうち低炭素製品や排出量を削減する能力のある製品を特定することを推

奨している。 
モジュール 2 では、AEF の方法論は排出量を削減する能力のある製品の特定、並びに削

減貢献量の定量化を直接支援するとされている。 
 
【EU タクソノミー】 

EU タクソノミーは、特定の投資が持続可能な経済活動に貢献できるか否かを仕分けるた

めの一連の基準であり、活動がタクソノミーに対して適格と考えられるか否かを判断する

ための具体的な技術的基準を持っている反面、活動の環境影響の定量化を図るものではな

い。 
モジュール 2 では、AEF の方法論は活動に伴う削減貢献量の定量化手法であることから、

EU タクソノミーを補完するものであるとされている。 
 
５－１－１－２．モジュール 3（CPF） 
モジュール 1, 2 の改訂に併せて新たに公開されたモジュール 3 のレポートは、IPCC の

1.5℃特別報告書 53に対応する形で開発されたものであり、低炭素な社会を構築するための

イノベーションが 1.5℃シナリオに整合するか、また特に、イノベーションの主導の低エネ

ルギー需要を支援するものなのか、それともエネルギーの供給側に注力するものなのかを

評価するためのガイドを提供するものであるとされている。 
またモジュール 3 では、緩和オプションと温暖化を 1.5℃に抑える戦略との整合性を評価

するツールとして、手段から排出削減、および他の望ましい目的に至るまでの因果関係を明

らかにする 1.5℃手段・目的（means-ends）分析の枠組みを提示するとしている。 
この枠組みは下図のように示されており、図中の水色の円は目的を表しており、その一部

は SDGs の目標とリンクしている。また、左右両端に配置された目的のうち、左側には生

産の転換、右側には消費の転換を配置している。 
長方形は目的を達成するための戦略（手段）を表わしており、このうち緑色の長方形は消

費に関連する戦略、また青の長方形は生産に関連する戦略を表すとされている。 
黄色の楕円は、国家や自治体等による公的政策を表している。 

                                                   
53 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
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図５－１－１ モジュール 3（CPF）における 1.5℃手段・目的分析の枠組み 
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スのライフサイクルにおけるデータの収集並びに利活用に伴う削減貢献を対象に加えるこ

ととされている。また改訂作業にあたっては、GHG プロトコルや ISO14064 シリーズ、

ISO14067 を参照するとする一方、英国規格協会（BSI： British Standards Institution）
が提案を行い ISO TC 207 SC7 において開発が進められているカーボンニュートラリティ

の規格文書とは対象範囲を異にするとしている。カーボンニュートラリティは BSI が既に

公開している英国内の規格文書、PAS206060を基にしており、組織による温室効果ガスの削

減と情報公開（宣言）を促すものではあるが、削減できなかった排出量をクレジットでオフ

セットすることを規定している。一方、IEC/TR62726 は製品・サービスの使用段階におけ

る削減貢献を対象とするものであり、またクレジットによるオフセットを考慮するもので

はない。 
改訂に向けたスケジュールについては、2021 年 10 月までに委員会原案（Committee 

Draft: CD）の初版、2023 年 9 月までに国際規格（International Standard: IS）の発行を

目指すとしている。 
 

５－１－３．CDP 気候変動質問書 
英国に本拠地を置き、企業等の環境情報開示プログラムを運営する国際環境 NGO である

CDP の気候変動質問書では、設問 C4.5a において低炭素製品に分類される、あるいは第三

者の温室効果ガス排出を回避する製品・サービスの報告が挙げられている。この製品・サー

ビスの評価方法に、いくつかの手法論が選択肢として参照されている。2020 年に公開され

た質問書には、分類法・プロジェクト・手法論の文書に、新たに EU タクソノミー、世界資

源研究所（WRI：World Resource Institute）によるワーキングペーパー61、国際資本市場

協会（ICMA：International Capital Market Association）のグリーンボンド原則、また金

融サービスに限定して ISO1404062及び ISO1404463が加えられた。 
 
  

                                                   
60 PAS 2060:2014, Specification for the demonstration of carbon neutrality 
61 WRI によるワーキングペーパーの内容については、「令和元年度国内における温室効果

ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減貢献量の見える化に

関する調査事業）報告書」を参照のこと。 
62 ISO 14040:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Principles 
and framework 
63 ISO 14044:2006, Environmental management — Life cycle assessment — 
Requirements and guidelines 
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が無い、公開のインセンティブが業界内には無いということと考えられる。 
 企業のヒアリングでは、取組の開示を行ったことにより、顧客との関係に進展が

みられる（顧客より共同での算定の提案があるなど）ケースがあり、直接に販売

促進につながらないとしても、間接的な市場機会獲得のメリットがすでに発生

していると考えられる。 
 
②算定・開示に向けた課題 

 貢献量への取組が出来ない課題点は、各団体ともそれぞれの特徴があり、技術的

には対象とする製品・サービスの発掘、データの取得、算定の複雑さなどがある。 
 特に業界での取組の場合には、個社や顧客の機密情報の関係から情報の入手が

難しいという課題も多く挙げられた。 
 他方、いずれもこれらの課題を解決するためのインセンティブに乏しい（ここに

リソースをかけるインセンティブが無い）という印象を受ける。簡単かつ、業界

内のリソースを多くかけずに出来ることであれば対応すると思われる。 
 企業へのヒアリングにおいても、実施しなければならないこと、インセンティブ

のあることであれば、それに向けて課題解決を考えるので、困難な課題は生じな

いといった意見もあった。 
 貢献量の重要性を個別の企業に理解促進させることが出来れば、自ずと解決策

は生まれるとも考えられる。 
 
５－２－１－４．抽出された課題と対策案 
ヒアリングのまとめから算定の課題を、以下の図表に整理した。課題の要因は大きくは、

インセンティブの欠如 と 手法論上の課題 に分けられるものと考える。「５－２－１－３．

国内の業界団体及び企業へのヒアリング」の「（３）ヒアリング結果に基づくまとめと考察」

の中でも触れたが、インセンティブがあれば、課題解決に向けた対策が講じられる可能性が

高まると思われる。 
一方、手法論上の課題が多い場合には、この手法を使用したくても出来ないというケース

が発生することも考えられる。そのため、信頼性や疑問の抱かれないような手法が必要と考

えられる。このような算定方法の課題に関しては、これまでに経済産業省を始めとしたガイ

ドラインが示されているため、それらを活用しつつ、さらに生じる課題について対応してい

く必要がある。今回、業界団体より提示された課題のいくつかについては、ガイドラインの

中での対応も検討すべきである。 
 
  













63 
 

の実施）した場合に、排出量の大きいライフサイクルステージは、削減貢献できるポテンシ

ャルが大きい可能性も高い。これらのことも考慮ながら、自業界・自社の製品・サービスの

削減貢献できる範囲を幅広く考えることが重要である。 
 

表５－２－４ 削減貢献量の類型化の整理（削減貢献が発生するステージ） 

 
 
【他の類型の考え方について】 

以下に他の類型の考え方（①～③）を示す。本調査では、類型化を検討するにあたり、他

においても活用されている類型を参考とした。以下の類型は本調査内では、（２）以降で整

理を行っていないが、自業界・自社における削減貢献の類型として参考になるものであるの

で、ここに示すこととする。なお、（４）において、このうちの②と③に関する類型の例を

示した。 
 

業界・分野
ライフサイクルステージの分類（○は削減貢献できるライフサイクルステージ）

原材料
調達

素材
製造

素材
輸送

部品
製造

部品
輸送

製品
製造

製品
輸送

製品
利用

廃棄
ﾘｻｲｸﾙ

素材 ○ 自社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

部品 ○ ○ ○ 自社 ○ ○ ○ ○ ○

最終製品 ○ ○ ○ ○ ○ 自社 ○ ○ ○

エネルギー 採掘 燃料製造 燃料輸送 - - 発電 - 燃料・
電力利用 -
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① 国内の事業活動における 2020 年・2030 年の削減目標 
② 低炭素製品・サービスによる他部門の削減貢献 
③ 海外での削減貢献 
④ 革新的技術の開発・導入 

 
このうち、①は自業界内の低炭素化が目的となるが、②～④については、その中に削減貢

献量の促進に関するものが多く含まれており、経済産業省としても、低炭素社会実行計画を

通して、削減貢献につながる製品・サービスの更なる普及促進を進めている。 
低炭素社会実行計画において、削減貢献の扱いは、業界団体によって異なっている。これ

は業界ごとに、削減貢献の重要性が異なることもあるが、他方で、未だ業界の戦略として、

削減貢献を考慮していくことについて、重要性の理解に至っていない業界も多く存在する

ものと思われる。今後、多くの業界団体や企業が削減貢献につながる製品・サービスの普及

を業界・企業としての戦略に結び付けることが出来るよう、本節では、特に GHG 排出量の

削減を業界の製品普及促進と結び付けて整理している事例や自業界の排出量削減と社会全

体の削減を定量的に目指しているような事例を、2020 年度の低炭素社会実行計画における

各業界団体の報告の内容（2019 年度実績）を基に整理することとした。なお、ここに含ま

れていない業界団体が、必ずしもそのような戦略的な考えに至っていないということでは

なく、客観的に明確な結びつきが感じられた業界を抽出したものである。 
 
（１）セメント協会の事例【素材】 
【今後の GHG 排出量削減を実現する製品と廃棄物利用による循環型社会の実現】 
セメント協会では、コンクリートによる道路舗装の GHG 削減効果を定量評価している。

セメントから生産されるコンクリート製品は、コンクリートが道路舗装として使用される

ことで、重量車走行の燃費向上及びこれを通した自動車輸送部門における GHG 排出量を実

現しており、このことを定量的に示している。今後、GHG 排出量の削減を目指す社会に向

けては、コンクリート製品の更なる普及が期待できる。 
また、セメント協会では、他部門や自治体から排出され、使用されなければ廃棄物となる

材料を積極的に回収し、セメント製造時の原料もしくは燃料として活用することで、廃棄物

量の効率的な削減、原料や燃料の削減を果たしている。中国に対しては、プロセスにおける

このような循環型社会貢献のほか、省エネ診断や設備の導入などの技術的サポートを実施

しており、我が国における先進的な環境取組を積極的に海外に活用することにより国際的

な環境負荷削減の実現につなげている。 
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（２）日本電線工業会の事例【部品】 
【電力損失の低減を通して社会全体の CO2 削減に資する技術と国際規格化】 
日本電線工業会は、工場やオフィスの送配電時の電力損失削減を通して、電力消費量さら

には発電時の温室効果ガス排出量削減を実現する、導体サイズ最適化技術の普及を積極的

に進めている。この技術は、電力利用のピークカットにもつながるため、社会全体の発電容

量の節約技術として、今後その技術の普及が期待される。 
日本電線工業会では、この技術により、世界全体の電力事情へ適用・貢献するべく国際規

格を策定しており、今後の国際的な技術普及を目指している。 
 

 

 
（３）日本ゴム工業会の事例【部品】 
【製造と使用のバリューチェーン両面の削減を同時に促進する戦略】 
日本ゴム工業会は、バリューチェーン全体の CO2 排出量の把握を通して、製品製造時の

排出量の分析・削減を実現するとともに、特にライフサイクル上で影響の大きい製品使用時

の排出の削減につながる製品の普及へも力を入れている。自社工場内（産業内）の GHG 排

出量と製品使用時における社会全体の GHG 排出量の両面について、それぞれを同時に削減

する戦略を持ち、社会全体の温室効果ガス排出量の削減の実現を目指している。 
 

導体サイズ最適化の効果と適用事例

国内規格化目標 成果と今後の計画

国内規格化 電線工業会規格を制定（2013年）
2016年9月「内線規程」にECSOが織り込まれ改訂

国内法規への反映
国土交通省の「公共建築工事標準仕様書」へ反映頂くべく2017年に改正案を提出→
官庁施設は、稼働率が低いことやコストを踏まえると採用は難しいとの見解。
今後は、設計手法の事例として「建築設備設計基準」に掲載して頂く等検討中。
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（６）電気事業低炭素社会協議会の事例【エネルギー】 
【発電側と電力需要側の両面における削減を整理した長期ビジョン】 

電気事業低炭素社会協議会では、業界として、「地球温暖化対策に係る長期ビジョン」を

策定し、発電時の低炭素化に加えて、電力需要サイドにおける技術イノベーション（電化促

進）の方向性を整理。需要サイドのイノベーション促進も含めた海外への展開をビジョンの

中に明示している。 
また、業界としての再生可能エネルギー大量導入への対応策や対応している事例を示し、

社会全体の CO2 削減に向けた取組を積極的に促進している。 
 
  

❶発電のゼロエミッション化
（再エネ導入拡大等）

❷（再エネ導入拡大等への移行
を補完・調整する）火力設備、
送配電系統全体の高効率化
と共に、

❸電力需要機器の高効率化
を推進

同時に、

❹社会全体のGHG排出削減に
貢献

●電機・電子業界のグローバル・バリューチェーンGHG排出量（現状と将来）

19

Scope1～3とその外側の社会削減貢献を合わせた
業界として目指す気候変動長期対応ビジョン

気候変動長期対応ビジョンに対応し、
GHG排出抑制・削減貢献に寄与する技術マッピング
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５－４．削減貢献訴求の見える化を通じた取組強化策の検討 
５－４－１．業界団体、個別企業 
既に「５－２－２－１．削減貢献の類型化の背景」でも示した通り、削減に貢献する製品・

サービスは、その普及に伴い社会全体の温室効果ガス排出量の削減を実現することになる

ため、企業が削減貢献につながる自社の製品・サービスを把握することは、温室効果ガス排

出量の大幅な低減を目指す今後の社会においては自社の製品・サービスの市場機会の獲得

につながる要素となり、また市場における競争力の獲得等の観点から大きなインセンティ

ブにもなり得ると考えられる。よって我が国の企業並びに業界団体に対しては、まずはこの

認識に対する理解を促すことが求められる（表５－２－３の要因グループにおける「インセ

ンティブの欠如」への対応）。 
一方で、削減貢献量評価の手法論の複雑さが障壁となり普及が進んでいないという実態

が、「５－２－１－３．国内の業界団体及び企業へのヒアリング」で報告したヒアリングの

内容から明らかとなった。よって、削減貢献量評価に係る上述のような意義を理解した企業

や業界団体による取組が進めやすくなるよう、経済産業省を含め様々な機関が公開するガ

イド文書よりも更に平易な解説資料を整備し、手法論に対する理解を促すことが求められ

る（表５－２－３の要因グループにおける「手法論上の課題」への対応）。 
前年度事業報告書では、削減貢献定量化活用の方法と課題、その支援のための施策案の関

係を下図の通り整理した。 
 

 

図５－４－１ 削減貢献量定量化活用の方法、課題、施策案の対応関係 

 
今年度調査において、「５－２－１－３．国内の業界団体及び企業へのヒアリング」で実

施したヒアリングを通して「５－２－１－４．抽出された課題と対策案」で抽出した具体的

な対策は、上図の施策案との関係から下表の通り整理することが可能である。 
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これに対しては、「５－２－２．訴求方法の類型化」で取りまとめた他の業界団体の訴求

例をベストプラクティス集等で取り上げると共に、その訴求によって各業界団体が享受で

きたメリット等があれば併せて記載するのが望ましい。また、様々なチャネルを通じた情報

公開の事例も併せてベストプラクティス集で取り上げることが、実行計画以外の訴求先の

検討に役立つものと考えられる。 
更に、削減貢献と企業成長をつなぐステップを明示化する、また実際に企業成長とつなが

っている好事例をベストプラクティス集で公開する等の方法も考えられる。 
 
（３）サプライチェーンでの協働による貢献事例の紹介 

データ収集の面で、サプライヤーや顧客等、サプライチェーン上のステークホルダーによ

る協力を得るのが困難であることが理由で削減貢献量の定量化まで至っていない、という

意見が、複数の団体から聞かれた。 
これに対してはサプライチェーンでの協働による貢献を促すことができるような事例を

ベストプラクティス集等に掲載し、またその意義に関する解説を併せて記載することが有

効であると考えられる。この時、サプライチェーン上の各プレイヤー間での貢献量の配分に

は言及せず、あくまでもサプライチェーン全体での協働による貢献である点を強調するの

が望ましい。 
 
（４）定性情報の開示の許容 
今年度事業で実施したヒアリングでは、用途が限定され取扱っている企業が少ない製品

を評価対象とする場合等、定量情報の秘匿性に関する懸念を示す業界団体があった。また、

データの不確実性に対する懸念の声も聞かれた。 
この点については、評価の目的や評価結果の活用方法に照らし合わせ、例えば定性情報の

みの開示を許容する措置や、また貢献量の精度は問わないケースもあり得ることをベスト

プラクティス集やガイドライン等で明記することで、ある程度の回避が可能であると考え

られる。 
 
（５）業界団体による取りまとめの実施手順の解説 

低炭素社会実行計画への報告の内容は、個社が行った削減貢献量評価の結果を業界団体

が取りまとめて提出するというケースが多いが、業界団体にとっては比較的簡便なこのよ

うな方法に対する理解が及んでいない業界団体も存在する。 
そこで、個社の評価事例を報告するところから開始し、徐々に事例を増やすケース、また

業界団体が自ら評価を行うケース等、業界団体が削減貢献量取りまとめて実行計画に報告

する際の複数のケースについて、ガイドラインやベストプラクティス集等で解説を行うの

が望ましい。 
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（６）評価の実施に係る課題の解決例の提示 
特に取扱い製品が多岐に渡る業界団体の場合、評価対象やベースラインの設定、生産量に

関するデータの収集、貢献の重複の取扱い等、評価を進める上での様々な手法論上の課題の

解決に苦慮するという意見が、いくつかの業界団体から聞くことができた。 
これに対しては、そのような課題を実際に解決し情報開示を行っている企業や業界団体

の事例を、参考資料としてベストプラクティス集に取りまとめることが有効であると考え

られる。この事例の取りまとめにあたっては、具体的にどのような課題が起こり得るのかに

ついて、より広く情報収集を行うことが求められる。 
 
（７）簡便な方法の提示 

今年度事業で実施した業界団体へのヒアリングの中でも、工数をかけずに実施できるの

であれば削減貢献量評価を実施したい、という声が聞かれた。これは、複数の機能を同時に

実現できる製品を取扱っている業界団体からの意見であり、特にベースラインの設定の考

え方に困難を感じているとのことである。 
これに対しては、類似する製品のベースラインをある程度統一する等、簡便な評価手法を

検討、ガイドライン等で提示することが有効であると考えられる。この場合、評価手法を簡

便にすることによって評価結果の不確実性が増す方向に働くと予想される。評価結果の活

用の目的、すなわち精緻な貢献量の値が必要とされているのか、それとも、削減に貢献して

いるという点が把握できれば充分であり値の精度は問わないのか、については、併せて整理

を行う必要がある。 
 
５－４－１－２．既存文書への加筆 
（１）金融機関等の啓蒙 

削減貢献量評価の実施が、売上の向上だけでなく容易な資金調達にもつながらないとの

意見が、今年度事業で実施したヒアリングの先である業界団体からは聞かれた。 
これに対しては、「５－３－１．機関投資家及び金融機関へのヒアリング」での報告の内

容も踏まえ、機関投資家や金融機関等、企業成長の評価に携わる第三者機関に対し、削減貢

献量評価の意義や開示情報の解釈に関する理解を促し、企業評価の一側面として削減貢献

量評価を加えられるよう、ESG 投資関連文書への削減貢献量評価に関する解説の掲載等を

通じ、金融機関等の啓蒙を図ることが求められる。削減貢献量評価に関する解説の具体的な

掲載先の案については、「５－４－２－２．既存の公的文書の改訂・追記に関する提案」で

改めて論じる。 
 
５－４－１－３．意見交換、イベント開催 
（１）機関投資家及び金融機関を対象とした意見交換・イベントの開催 

先述の「５－４－１－２．既存文書への加筆」での検討の内容とも関連するが、削減貢献
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量評価の実施の意義や開示情報の解釈についての機関投資家や金融機関等の理解を促すよ

う、意見交換の場を設けることは有効であると考えられる。 
 
（２）業界団体及び会員企業を対象とした意見交換・イベントの開催 

業界団体によっては、削減貢献量評価のみならず気候変動対策全般について、業界内の会

員企業間での意思疎通が適切に図られていないケースがあり得ることが考えられる。 
これに対しては、気候変動対策やその中での削減貢献量評価の意義と位置付けを解説す

るようなイベントを、各業界の開催するのが有効であると考えられる。 
 
５－４－２．機関投資家、金融機関 
５－３－３．機関投資家及び金融機関へのヒアリングを踏まえた今後の施策（対応策）案

において、金融商品の種類別に今後の施策（対応策）案を提示した。本節では、それを踏ま

え機関投資家、金融機関での削減貢献量定量化の取組強化策を述べる。 
 
前年度事業報告書の「５－２－３－１．ヒアリング調査等を踏まえた削減貢献量活用の施

策の方向性 （１）投資の促進、資金調達」において、以下の施策案を提示した。 
 
②施策案 
こうした点を踏まえ、上述の課題の前者に対しては、投資家・金融機関の削減貢献量の

活用に関する認知度の向上が必要である。認知度の向上にあたっては、ベストプラクテ

ィス集の作成 や、グリーン金融関連の公的な既存文書に対し削減貢献量の活用に係る解

説を追記 すること等が考えられる。また課題の後者に対しては、定量化手法の標準化が

有効 であると考えられる 
（出典：令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負

荷削減及び削減貢献量の見える化に関する調査事業）） 
 
そこで削減貢献量の活用に関する施策案として、ここで述べられている「ベストプラクテ

ィス集の作成」および「グリーン金融関連の公的な既存文書に対し削減貢献量の活用に係る

解説を追記」について施策（対応策）案を提案した。 
 
５－４－２－１．削減貢献量のベストプラクティス集の作成に関する提案 
ベストプラクティス集の主旨は、グリーン金融の中で削減貢献量定量化結果の活用の好

事例を編纂したもので、前年度事業報告書 73の「５－２－３－２． 各施策案に関する提言 

（２）ベストプラクティス集の作成に関する提言」の中で提示したベストプラクティス集の

コンセプトを参照し、５－３－３．機関投資家及び金融機関へのヒアリングを踏まえ、改訂

                                                   
73令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減

貢献量の見える化に関する調査事業） 
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１．事業概要 

１－１．事業の背景・目的 

2020 年はパリ協定の実行期間の開始年度に当たる。日本の産業界は 1997 年から自主行

動計画を策定し、各業界団体が自主的な目標を掲げ毎年 PDCA サイクルを通じ着実な排出

削減に取組んできた。これらの取組は各業界の自主的な排出削減だけでなく、業界や部門の

枠組みを超えた主体間連携による削減貢献、優れた製品や技術、素材、サービスの普及等を

通じた国際貢献、革新的技術の開発や普及による削減貢献を通じて、地球規模での削減に貢

献しているところである。 

海外においては国連環境計画（以下、UNEP という）を主体として、ライフサイクルア

セスメント1（以下、LCA という）データベースの国際的なネットワーク化や、欧州委員会

により、製品や企業活動がそのライフサイクルの中で環境にどれだけの負荷を与えている

かを定量的に示す「環境フットプリント」等の検討が進められている。特に LCA データベ

ースのネットワークは今年開発者向けのフルローンチを終えたところであり、今後、欧州委

員会を中心に加盟各国において環境フットプリントの政策活用に関する議論が進んでいく

可能性がある。 

こうした国内外の動向を踏まえ、本事業では、環境フットプリントや LCA データベース

に関する最新状況および各国動向を調査すると共に、関連ラベリング制度やデータベース

等の LCA の施策活用に関する調査を実施した。これにより、環境負荷・削減貢献の「見え

る化」に関する国際的な状況を整理し、我が国の産業界の取組や事業活動の環境負荷削減の

「見える化」に資する情報を整理した。 

以下に、項目別の事業内容を記す。 

 

１－２．事業内容 

１－２－１．LCA の国際的な動向調査と対応方針の検討 

各国の政府・官公庁や産業団体、NGO 等における LCA の活用施策の動向を整理し、海

外動向に沿った政策を検討及び実施していくことは、日本の産業界がＬＣＡの分野におい

てグローバルに活躍するために必要な取組である。具体的には、LCA データベースの国際

動向、環境フットプリント、タイプⅢ型環境ラベル及び海外の主要イニシアティブ等を対象

として、LCA 政策活用の最新動向を整理した。 

 

１－２－１－１．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討 

製品のライフサイクルあるいはサプライチェーン全体の環境負荷を見える化するために

は、算出の基礎となるデータベースが必要となる。UNEP を主体として開発が行われてき

                                                   
1 ライフサイクルアセスメントは、対象とする製品の資源の採掘から素材製造、生産、製

品の使用・廃棄段階までのライフサイクル全体を考慮し、資源消費量や環境負荷物質の排

出量を定量的に把握するとともに、その環境への影響を評価する手法である。 



2 

 

た LCA データベースの国際的なネットワークである Global LCA Data Access Network 

（以下、GLAD という）が 2020 年 6 月から正式運用を開始しており、我が国からの意見発

信と国内産業界への情報共有を目的とし、GLAD の運営に係るウェブ会議へ参加した。 

以上の内容については、「２．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討」

を参照のこと。 

 

１－２－１－２．環境フットプリントに関する最新動向の把握 

欧州委員会により 2013 年 11 月に開始された環境フットプリントの試行事業は 2018 年

4 月に終了し、2018 年 4 月から 2021 年までは政策移行期間として位置付けられている。

その移行期間における欧州委員会の活動を対象として調査を実施し、政策活用及び技術的

課題の検討状況等の情報を収集、国内産業界への情報共有を図ることを目的とした、国内に

おける LCA の政策活用の検討の材料として整理した。具体的には、欧州委員会における環

境フットプリントの政策活用並びに技術的課題に係る検討の分析に加え、環境フットプリ

ントと欧州域内における他の環境政策との関連性について調査を行った。 

以上の内容については、「３．環境フットプリントに関する最新動向の把握」を参照のこ

と。 

 

１－２－１－３．タイプⅢ環境ラベルに関する国際動向の整理 

国内におけるタイプⅢ環境ラベルの活用方法の検討に資する情報として、各国政府の政

策とタイプⅢ環境ラベルとの関係や政策活用について海外動向を調査する。特に、欧米にお

ける政策担当者やタイプⅢ環境ラベルのプログラム運営者等を対象に、タイプⅢ環境ラベ

ルの政策活用動向や、サステナブルファイナンス、サプライチェーンマネジメント等におけ

るタイプⅢ環境ラベルの活用の動向等の調査を実施した。 

以上の内容については、「４．タイプⅢ環境ラベルに関する国際動向の整理と国内活用の

検討」を参照のこと。 

 

１－２－２．GVC を通じた削減貢献の評価に関する動向調査と対応方針の検討 

削減貢献の見える化を通して、産業界における削減貢献の評価に関する理解促進と取組

強化を図るため、以下の調査を実施した。 

 

１－２－２－１．削減貢献の定量化及び訴求方法の類型化 

低炭素社会実行計画の内容のうち、経済産業省所管の 41 業種における「低炭素製品・サ

ービスによる他部門での削減貢献」「海外での削減貢献」等の既存事例を対象に、削減貢献

の定量化や訴求の方法などを参考に、サプライチェーン上での立ち位置や、各業界団体によ

る HP 公表等といった活用方法等に基づき類型化を行った。 

以上の内容については、「５－２－２．訴求方法の類型化」を参照のこと。 



3 

 

 

１－２－２－２．業種・業態、目的別の訴求方法及び課題の抽出 

課題の抽出にあたり、国内外の削減貢献の評価に関する最新の動向の整理、情報を開示す

る側である業界団体や個別企業へのヒアリング及び意見交換に加え、開示情報を活用する

側として機関投資家や金融機関を想定し、投資家等の評価に資する削減貢献量の情報開示

の在り方等に関するヒアリング及び意見交換を実施した。 

以上の内容のうち、国内外の最新動向の整理については、「５－１．国内外の削減貢献の

評価に関する最新の動向の整理」を、業界団体や個別企業へのヒアリング及び意見交換につ

いては「５－２－１．課題の類型化」を、機関投資家や金融機関へのヒアリング及び意見交

換については「５－３．ESG 金融における削減貢献の活用の可能性」を参照のこと。 

 

１－２－２－３．削減貢献訴求の見える化を通じた取組強化策の検討 

上記１－２－２－１．及び１－２－２－２．の調査の内容を通して得られた知見を基に、

各業界・企業の削減貢献の見える化を図り、更なる取組強化のための対応方針の検討を行っ

た。 

以上の内容については、「５－４．削減貢献訴求の見える化を通じた取組強化策の検討」

を参照のこと。 
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２．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討 

LCA データベースの国際的なネットワーク化の構築に係る検討・開発は、2012 年 9 月に

欧州委員会がブリュッセルで開催した国際会議をきっかけに、その後国連環境計画（UNEP）

に主体を移し、議論が進められてきた。このネットワーク化の検討・開発については、

“Global LCA Data Access Network”、略して“GLAD”という呼称のもと、14 の国や地

域の政府関係者及び UNEP が検討に参加する国際的なイニシアチブに発展したが、その活

動は 2019 年 3 月に UNEP が運営するライフサイクルイニシアチブ2の傘下へ移管され、現

在に至っている3。 

本事業では、GLAD に関する最新情報の収集や、日本が有するデータベース開発に係る

知見に基づいた積極的な情報の収集及び発信等を目的に、GLAD の技術的課題の検討に関

するウェブ会議（計 5 回）に出席すると共に、ライフサイクルイニシアチブが公開している

各種イベントの開催報告の内容についても調査を行った。 

なお以下の記載では、LCA データベースのネットワーク化に向けた検討のイニシアチブ

とそれによって開発されるシステムの双方を GLAD と表記する。 

 

２－１．GLAD とは 

２－１－１．検討の背景 

LCA の実施者にとって、二次データ4、特に海外製品のデータの入手の難しさは、LCA を

実施する上での大きな課題の一つとして認識されている。 

そうした中、ライフサイクルイニシアチブがデータベース開発のガイド文書、通称「湘南

ガイダンス」5を 2011 年に策定した。当該ガイダンスにおいて、今後の LCA データベース

のあるべき姿としてネットワーク化の考え方が示されて以来、国、業界団体、企業等、様々

な主体によって作成された二次データへ容易にアクセスができるクラウドサービスのよう

                                                   
2 UNEP と環境毒性学及び環境化学に関する国際学会（Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry; SETAC）が共同で 2002 年に立ち上げた官民共同のボランタ

リーなイニシアチブ。ライフサイクル思考（LCA を含む）を政策や事業活動における意思

決定に適用することを念頭にした議論を実施している。2019 年現在、同イニシアチブは

UNEP の単独運営となっている。 
3 移行前の GLAD の検討及び開発体制については、「平成３０年度国内における温室効果

ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減の「見える化」に関する検討

事業）報告書」を参照のこと。 
4対象とする製品のライフサイクルにおける各プロセスのうち、固有の設備での活動に関す

るデータを LCA の実施者が直接測定または収集したものを、一次データ（primary 

data）またはサイト固有データ（site-specific data）という。これに対し、統計や文献等

の一般的な情報源や、それらを基に構築された LCA データベースのデータを、二次デー

タ（secondary data）または一般データ（generic data）という。一次データの収集は情

報の機密性や作業工数の観点から困難なケースが多いため、LCA の普及にあたっては、入

手が容易で且つ精度（品質）の高い二次データの整備が求められる。 
5 “Global Guidance Principles for LCA Databases: A basis for greener processes and 

products” 
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（１）WG1：Nomenclature（名称体系） 

基本フローの名称体系に係る WG であり、ライフサイクルイニシアチブへの運営移管前

は WG2 と称されていた。 

異なるデータベース間では一般的に、名称体系が異なっている。名称体系が異なるデータ

ベースを併用して LCA を実施する場合、例えば“CO2”と“Carbon dioxide”のように、

同じ物質を異なる名称で取り扱っているケースがあるため、不適切な評価結果が得られる

可能性がある。 

ライフサイクルイニシアチブの傘下への移管前の同 WG では、異なるデータベースの相

互利用を可能とすることを目的に、複数のデータベースの間で基本フロー 8に関する“定義

の違いを整理し対応関係を取りまとめる作業”（マッピング）を通じて、データベース間の

名称体系の分析を行ってきた。同 WG の活動開始当初は、これらの分析を基に“Common 

flow list（共通の基本フローリスト）”を整備し、さらにその維持と更新に関する基本方針

を定めることで、LCA データベースやライフサイクル影響評価9の手法開発者が参照すべき

情報を提供することが同 WG の活動目的の一つとされていた。しかしながら、異なるデー

タベース間の基本フローのマッピングの作業を通じ、共通の基本フローリストを定めるの

ではなく、得られたマップを用いて相互互換性を確保すべきであるという方針に転換し、現

在に至っている。 

ライフサイクルイニシアチブの傘下への移管後は、2020 年 3 月に活動を再開しており、

2021 年 3 月現在、基本フローのマッピングの作業を継続して進めている。またこれに併せ

て、WG1 への参加メンバー間でウェブ会議を開催し、作業の進捗に係る情報共有と議論を

行っている。 

本事業の期間中に開催された WG1 のウェブ会議のうち 1 回について、本事業の一環とし

て参加した。その概要を「２－２－３．WG1（名称体系）の活動」に示した。 

 

（２）WG2：Metadata（メタデータ） 

メタデータの記述子に係る WG であり、ライフサイクルイニシアチブへの運営移管前は

WG3 と称されていた。 

異なるデータベース間では一般的に、メタデータ10の記述方法（フォーマット）が異なっ

ている。LCA の計算を実施する際、メタデータのフォーマットが異なる複数のデータベー

                                                   
8 調査対象のシステム境界に入る物質またはエネルギーで、事前に人為的な変化を加えず

に環境から取り込まれたもの、あるいは調査対象のシステム境界から出る物質またはエネ

ルギーで、事後に人為的な変化を加えずに環境へ排出されるものを指す。例えば大気への

CO2 の排出は、調査対象のシステム境界から人為的な変化を加えずに環境へ排出される物

質であり、基本フローに該当する。 
9 製品システムの潜在的な環境影響の大きさ、及び重要度を理解し評価することを目的と

した、LCA の構成段階。 
10 対象とする技術や、時間的・地理的有効範囲等、個々のデータセットの形式及び内容に

関する定性的な上位情報。 
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スを併用した場合、異なるフォーマットでの記載の内容を比較してデータセットを選択す

る必要が生じ、目的に応じた LCA の実施を阻害する可能性がある。 

同 WG では、異なるデータベースの相互利用を可能とすることを目的に、メタデータの

フォーマット間の差異の分析を行っている。その分析の結果に基づきメタデータの記述方

法に関するガイダンスを作成することで、メタデータの内容に基づいてユーザーが適切な

データセットを選択できるようにするのが、同 WG の狙いである。 

2017 年 7 月までに、同 WG が提出したメタデータの記述方法に関するガイダンスの案に

ついて関係者間でレビューが行われており、レビューの内容を反映したガイダンスが後述

の知識管理チームに共有され、ネットワークの開発に役立てられている。 

ライフサイクルイニシアチブの傘下への移管後は、2020 年 3 月に活動を再開しており、

2021 年 3 月現在、主にタイプⅢ環境ラベルのデータベースの GLAD への接続に関するメ

タデータの観点からの技術的課題の克服を中心に検討を進めている。またこれに併せて、

WG2 への参加メンバー間でウェブ会議を開催し、検討の内容に係る情報共有と議論を行っ

ている。 

 

２－２．2020 年度の活動 

2020 年度中には、GLADの技術的課題の検討に関する議論が TMG のウェブ会議を通じ

て行われたのに加え、GLAD の活動を周知するためのイベントが開催された。以下にその

概要を示す。 

 

２－２－１．オンラインのローンチイベント 

LCA 実施者による GLAD の利用や LCA データベースの開発者による GLAD へのデー

タベースの接続を促進することを目的に、GLAD のローンチイベントがオンラインで開催

された。その概要を下表に示す。 
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３．環境フットプリントに関する最新動向の把握 

欧州委員会により 2013 年 11 月に開始された環境フットプリントの試行事業は 2018 年

4 月に終了し、2018 年 4 月から 2021 年までは政策移行期間として位置付けられている。

その移行期間における欧州委員会の活動を対象として調査を実施し、政策活用及び技術的

課題の検討状況等の情報を収集、国内産業界への情報共有を図ることを目的とした、国内に

おける LCA の政策活用の検討の材料として整理した。具体的には、欧州委員会における環

境フットプリントの政策活用並びに技術的課題に係る検討の分析に加え、環境フットプリ

ントと欧州域内における他の環境政策との関連性について調査を行った。 

 

３－１．環境フットプリントとは 

３－１－１．目的 

欧州委員会は、2010 年頃から、欧州連合内における単一市場法の達成と経済戦略

「EU2020」のテーマの一つである資源効率ロードマップの実現に向け、企業や製品の環境

パフォーマンスや資源効率性を改善するための共通手法等の確立を検討してきた。環境フ

ットプリントの手法論を導入することで、透明性を担保した比較可能性の追求による情報

開示を通じた選択的購買の促進と、欧州連合全体への単一手法の導入によるコストの回避

とビジネス機会の拡大の達成が企図されている。 

 

３－２．2020 年度の活動 

３－２－１．IPP/SCP エキスパートグループ会合 

移行期間における環境フットプリントの政策活用に係る検討については、IPP15/SCP16エ

キスパートグループの傘下に環境フットプリントサブグループを設置し、進められている。 

IPP/SCP エキスパートグループは欧州委員会環境総局の主導で 2005 年に設立された製

品環境政策を検討するグループであり、関連する欧州委員会の他の総局（成長総局、金融総

局、共同研究センター）に加え、欧州連合加盟国（計 27 ヶ国）の関係省庁、欧州域内の欧

州連合非加盟国の関係省庁等（計 11 組織）、業界団体・NGO 等（計 11 団体）がメンバー

として名を連ねている（いずれも 2021 年 3 月時点の集計値）。後述の環境フットプリント

サブグループも含めた IPP/SCP エキスパートグループの検討体制図を IPP/SCP エキスパ

ートグループの検討体制を下図に示す。 

 

                                                   
15 包括的製品政策（Integrated Product Policy） 
16 持続可能な消費と生産（Sustainable Consumption and Production） 
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るか否かを特定するために開発されたツールであり、その検討に係る技術専門家グループ

（TEG：Technical Expert Group）による最終版報告書が、2020 年 3 月に公開された21。

最終報告書の附属書22には、低炭素技術による GHG 削減量の定量化の手法として、ISO 

1406723、ISO 1404024、タイプⅢ環境ラベルと並んで PEF も挙げられている。 

EU タクソノミーにおける PEF の活用の状況について、環境総局の担当者に対し e メー

ルによる質疑を行ったところ、最終報告書が公開されてまだ間もない状況でもあり、現時点

では活用事例は存在しないとの回答を得た。また TEGによる最終報告書を受けての政策立

案に向け、3 月までにオンラインによる意見公募25を行っていたとのことである。 

 

３－３－２．欧州グリーンディール 

2019 年に発行された「欧州グリーンディール」26においては、持続可能な食料システム

の確立に向けた“Farm to Fork（農場から食卓まで）”戦略に関連して、環境フットプリン

トについての言及がなされている。Farm to Fork 戦略に関しては「３－３－５－１．新し

い消費者アジェンダ」で後述する。 

 

３－３－３．新サーキュラーエコノミー行動計画 

サーキュラーエコノミーの政策パッケージにおける環境フットプリントの手法論の活用

は、試行事業の期間中にも示唆されており、2020 年に発行された新行動計画の計画書27に

おいても多数の言及がなされている。その詳細は、「３－３－５－２．“Sustainable products 

initiative”」において後述する。 

 

３－３－４．欧州バッテリー規制の改正案 

2020 年 12 月に、域内市場・産業・起業・小規模企業総局の主導により欧州バッテリー規

                                                   
21 Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 

March 2020 
22 Taxonomy Report: Technical Annex, Updated methodology & Updated Technical 

Screening Criteria, March 2020 
23 ISO 14067:2018, Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements 

and guidelines for quantification 
24 ISO 14040:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Principles 

and framework 
25 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-

Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy 
26 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS – The European Green Deal, COM/2019/640 final 
27 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS – A new Circular Economy 

Action Plan For a cleaner and more competitive Europe, COM/2020/98 final 
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制の改正案28が発行された。この改正案の中では、バッテリーのカーボンフットプリントに

関する規定も盛り込まれており、その定量化にあたっては、改訂も視野に入れつつ、環境フ

ットプリントの試行事業において策定した PEFCR を参照するものとされている。 

 

３－３－４－１．背景 

先述の欧州グリーンディールでは、成長が予想される電動車市場への供給も視野に入れ

つつ、全てのバッテリーを対象とした安全且つ循環型で持続可能なバリューチェーンの確

保を目指して、2020 年には法律を提案するとされている。 

同じく先述の新サーキュラーエコノミー行動計画では、主要な製品バリューチェーンと

してプラスチック等 7 つのセクターが取り上げられており、この中にバッテリーと車両が

含まれている。バッテリーについては以下の要素等を考慮し、欧州バッテリー指令の評価と

欧州バッテリー同盟29の作業を通じて、新しい規制の枠組みを 2020 年中に提案することと

されている。 

 希少資源の回収のためのバッテリー回収率・リサイクル率の向上 

 バッテリーの持続可能性と透明性に係る要件の検討（バッテリー製造時のカーボ

ンフットプリント、原材料のエシカル調達、再使用・リサイクル・転用の促進等） 

 

３－３－４－２．改正案におけるカーボンフットプリントの取扱い 

欧州バッテリー規制の改正案では、政策オプションとして 1：BaU、2：中レベル、3：高

レベル、4：最高レベルの 4 つの段階を想定しており、カーボンフットプリントに関しては

これらのうち 2, 3 の 2 つの段階において、導入開始時期と並んで用件が挙げられている。

その内容を下表に示す。 

 

  

                                                   
28 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC 

and amending Regulation (EU) No 2019/1020, {SWD(2020) 334} – {SWD(2020) 335} – 

{SEC(2020) 420} 
29 500 以上の組織が参加し、産官共同でバッテリー関連の政策を検討する欧州のイニシア

チブ。基金は EU が設立。日本からの参加組織は、豊田通商株式会社（欧州現地法人）、

SMC 株式会社の 2 社（2021 年 3 月現在）。 
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３－３－５．その他 

欧州委員会におけるLCAを活用した定量的情報を消費者コミュニケーションに活用する

施策について、環境総局との e メールによる質疑と、そこから得られた情報源情報を基にし

たインターネット調査を行った。複数の総局が以下に述べる施策を発信しているが、共通点

としていずれも環境フットプリントの活用を想定している。 

 

３－３－５－１．新しい消費者アジェンダ 

2020 年 11 月に発行された「新しい消費者アジェンダ（持続可能な回復のための消費者

のレジリエンスの強化）」35について、その概要を記す。 

「新しい消費者アジェンダ」は、2020 年に失効する 2012 消費者アジェンダと、先述の

2019 年の欧州グリーンディールを基に、新たに構築された消費者アジェンダである。現時

点で進行中のコロナウイルスの感染拡大における差し迫った消費者ニーズに対応し、レジ

リエンスを高めることも目的としている。欧州グリーンディール、新サーキュラーエコノミ

ー行動計画、欧州デジタル未来の形成に関するコミュニケーション等、他の欧州イニシアチ

ブを補完する位置付けとなっており、このアジェンダの 5 つの柱のうちの一つが“Green 

Transition”とされている。 

コロナウイルスの感染拡大の中、変化する消費パターンによる課題として、使い捨て包装

やプラスチック製の衛生用品の利用に伴う廃棄物の急増、オンラインアクセスへの格差な

どが挙げられている。欧州委員会は 2022 年までに、政策イニシアチブの基礎として、欧州

域内の市民の消費パターンに対するコロナウイルスの長期的影響を調査し、展望を持つこ

とを計画している。 

Green Transition のセクションにおいては、欧州の消費者が商品の長寿命化や耐久性向

上を支持する傾向、カーボンニュートラリティをはじめとする環境側面への意識の高まり

に触れ、持続可能な製品へのアクセスの必要性を述べている。次いで、欧州グリーンディー

ルは経済成長と資源消費がデカップリングされ自然資本と生物多様性への負の影響が軽減

ざれるための戦略を打ち出すとしている。ここで適用する指標として、消費者に関わる全て

の分野で環境フットプリントを掲げており、その活用を通じ消費者の行動変革を訴えると

している。 

具体的に挙げられている環境フットプリントの活用例として、先述の“Farm to Folk”が

ある。これは、EU の食品システムの環境フットプリント、気候フットプリントを低減する

ことを目指しており、製品環境情報に基づき消費者が健康で持続可能な食品を選択するこ

とを支援するとしている。 

また Green Transition のために必要な製品情報に関連して、製品の耐久性、修理可能性、

                                                   
35 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND THE COUNCIL – New Consumer Agenda Strengthening 

consumer resilience for sustainable recovery, COM/2020/696 final 
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アップグレードの可能性を含む製品の環境特性に関する情報の信頼性と比較可能性の問題

に取組むとしている。 

このアジェンダの中では、グリーンウオッシュから消費者を保護するための施策として、

製品並びに組織の環境フットプリントの評価手法を使用して企業が Green claim を実施す

ることが提案されており、先述の“Green claims initiative”との連携が見て取れる。 

欧州委員会では、製品の持続可能性に係る情報を基に消費者が行動できるような仕組み

作りや、また、一定のグリーンウォッシュや製品の早期陳腐化等からの消費者の保護、また

環境フットプリント手法に基づいた Green claim の検討を進める計画を立てており、2021

年に法制立案を目指している。 

 

３－３－５－２．“Sustainable products initiative” 

2020 年 3 月に制定された先述の新サーキュラーエコノミー行動計画と関連して、環境総

局、域内市場・産業・起業・小規模企業総局、エネルギー総局が共同で“Sustainable products 

initiative”を発信している36。このイニシアチブは、エコデザイン指令を改訂し、必要に応

じて追加の立法措置を提案し、EU 市場に投入された製品をより持続可能なものにすること

を目的としている。消費者は、より耐久性があり、再利用可能で、修理可能で、リサイクル

可能で、エネルギー効率の高い製品の恩恵を受けることが想定されている。 

この中で、エコデザイン指令はエネルギー関連製品を越えて対象範囲を拡大し、可能な限

り幅広い製品を対象とした改訂を行うこととしている。この改訂を通じて、特に新サーキュ

ラーエコノミー行動計画で発表された他のイニシアチブとの連携を通じ、製品および組織

の環境フットプリント手法を使用した環境主張等、持続可能な製品、サービス、ビジネスモ

デルによる一貫した政策の枠組みの確立を目指すとしている。 

このイニシアチブは、全ての製品について高い環境パフォーマンスを確保するための基

盤を提供することを目的としており、デジタルパスポートやタグ付けなどのソリューショ

ンを含む、製品情報のデジタル化が重視されている。 

業界分野としてはエレクトロニクス、ICT、繊維製品、家具、鉄鋼、セメント、化学薬品

が挙げられている。 

このイニシアチブの施行にかかる経済的影響の予測として、原材料調達や製品製造に関

連する気候や環境への悪影響を減らすための措置は、少なくとも短期的には、生産者や小売

業者に追加のコストが発生し消費者の購買価格は上昇するが、それに伴い社会全体が負担

する対策費用が軽減されるとしている。また規模の経済により、長期的には購買価格の上昇

分は小さくなるとの予測も示されている。 

 

                                                   
36 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-

Sustainable-Products-Initiative 
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３－４．まとめと今後の活動の展望 

IPP/SCP エキスパートグループと環境フットプリントサブグループ、また技術諮問委員

会における検討と平行して、欧州委員会環境総局は“The green claims initiative”を立ち

上げ、環境フットプリントの政策活用に向けた検討を推進している。ただし、11 月に開催

されたオンラインのワークショップでも多数挙げられている通り、各ステークホルダーか

らの反応は必ずしも好意的とは言い切れないのが実情である。 

一方、環境総局の活動とは別に、環境フットプリントの試行事業における成果を政策に活

用する動きが各所で散見されている。その最たるものが欧州バッテリー規制の改正案であ

り、カーボンフットプリントの算定と開示の義務化等、これまでの環境総局による検討に比

べて一歩踏み込んだ内容となっている。これらの動向については、今後も注視が必要と考え

られる。 
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４．タイプⅢ環境ラベルに関する国際動向の整理と国内活用の検討 

タイプⅢ環境ラベル（EPD：Evironmental Product Declaration）は、LCA 情報の社外

コミュニケーションツールとして 2004 年頃に日本やスウェーデンで運用が開始され、2013

年頃からは欧州で建材分野のプログラム運営者のプラットフォームである Ecoplatform が

構築され、現在に至っている。カーボンフットプリントについては、2007 年頃に英国から

各国に取組が広がり、日本においても 2008 年から制度試行事業が行われ、構築されたスキ

ームは 2011 年度に民間移行された。こうした定量型環境ラベルは、民間プログラムとして

活用の展開が進んでおり久しい。ここでは、海外におけるタイプⅢの活用がどのように進ん

でいるのかを調査し、その展開について考察した。 

 

４－１．タイプⅢラベルに関する国際動向の整理 

調査の実施にあたっては、欧米及びアジア諸国における政策担当者やタイプⅢ環境ラベ

ルのプログラム運営者等を対象とし、以下の項目について調査を行った。 

 消費者向けのインセンティブの付与に関連する政策への活用 

 サステナブルファイナンスへの活用 

 サプライチェーンマネジメントへの活用 

 

調査対象機関の概要と調査方法を下表に示す。 
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2019 年 経済社会環境評議会（CESE）による意見「環境ラベリング、循環経済の実施

のためのてこ（L'affichage environnemental, levier pour la mise en oeuvre 

de l'économie circulaire）」を公表。 

（環境ラベリングの取組を政府の循環経済ロードマップにどのように位置づ

けるかが論点となった模様） 

2020 年 廃棄物と循環経済との闘いに関する法律（循環経済法）が施行される。同法

は特に企業のエココンセプトを促進するための環境ラベルの展開を支援およ

び加速することにより、持続可能な生産を促進するという目的（同法第 15 条

（付属資料 1））を有しており、ADEME が進める環境ラベルの試行事業の根

拠となっている。 

 

４－１－１－２．ADEME による環境ラベルの運用状況 

ADEME によると、環境ラベルは検証済みのベンチマークに従って、製品・サービス、小

売店の商品陳列棚、またはインターネットに表示されるＡ～Ｅの 5 段階評価であり、製品・

サービスのライフサイクル全体を対象としている。 

ADEME は公共サービス委任組織（DSP）を設置、下記の任務が遂行され、環境ラベリン

グの技術的および方法論的フレームワークを保証するとしている。 

 ミッション 1：新しい基準の検証または既存の基準の改訂 

 ミッション 2：企業が自主的に製品やサービスに付与した環境評価の検証 

DSP は、衣料品及び靴を優先して、規模に関係なく全ての企業に環境ラベルの取得を促

進することも任務としている。 

ラベルの取得を希望する企業に提供される計算のためのツールとして、下記が挙げられ

る。ADEME では、これらの適用により結果の比較可能性が保証されるとしている。 

BaseImpacts®、ProductReport® BtoC 製品の環境ラベルに表示する内容を計算す

るためのデータベースおよび計算ツール。2014 年

に公開。 

BPC30-323 基準 

（一般原則と方法論的枠組み） 

BtoC 製品の環境ラベルに表示する内容を計算す

るための、全ての製品カテゴリに共通する基準。 

セクター別ベンチマーク 環境ラベルの結果の比較可能性を確保するため

に、個々の製品カテゴリに対して LCA を具体的に

実施する方法を記載した文書。タイプⅢ環境ラベ

ルの PCR に相当。 

表示形式 環境ラベルによる表示のためのルールが定義され

ており、全ての製品カテゴリに共通で ADEME 商

標が IMPACT ENVIRONNEMENTAL®として登

録される（下図）。 
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図４－１－１ IMPACT ENVIRONNEMENTAL®ラベル38 

 

４－１－１－３．食品部門における実証 

環境連帯移行省（Ministère de la Transition écologique et solidaire）のミッションレタ

ーに従い、ADEME は食品部門を対象とした環境ラベルの実証プロジェクトを進めている。

食品部門は消費費者にとって購入が頻繁であること、家計支出の大きな割合（16％）を占め

ること、また農業部門としても二酸化炭素排出量の占める割合が大きいこと（世界で 21～

37％、フランス 18％）から、環境ラベルの対象とする製品カテゴリとして ADEME も重視

しており、食品セクターの特異性と複雑性を鑑みて慎重に実験を進めることとしている。実

験期間は 2020 年 2 月から 2021 年 8 月までで、消費者に対する情報提供の方法のテストが

行われる。またテストの副次的な目的として消費者への情報提供よる食事習慣の変革、農業

生産者等を含む食料や生産方法・サプライチェーンの改善の検討が挙げられている。 

プロジェクトの推進にあたっては、参加希望者を募集し、本プロジェクトの評価基準に従

うか、あるいは既存の環境ラベルのシステムを適用してテストが実施される。実証にあたっ

ては、運営委員会、科学評議会、横断 WG が設置され、テストと並行して以下の点が整理

されることとなっている。 

 2020 年 7 月～ ： 算定する指標の選定 

 2020 年 10 月～ ： 情報提供時の表示形式 

 2020 年 11 月～ ： 実施コストなどの実施条件 

科学評議会による最終的なプロジェクトの評価は 2021 年夏、最終とりまとめは 2021 年

11 月を予定している。 

 

４－１－２．IBU（ドイツ） 

建築製品を対象としたドイツのタイプⅢ環境ラベルプログラムの運営者である IBU に対

し、オンラインでヒアリングを実施した。その概要を以下に記す。 

 

                                                   
38 https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-

produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-

environnemental/affichage-environnemental-contexte-objectifs 
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４－１－２－１． タイプⅢ環境ラベルにおける電子データの活用状況 

IBU は、建築分野に特化した、InData39と呼ばれる電子版のタイプⅢ環境ラベルを開発、

運営している。InData の活動にはドイツだけでなく、英国、フランス、スウェーデン、デ

ンマーク、ノルウェーなど欧州諸国のプログラム運営者が多数参画しており、複数国にまた

がるタイプⅢ環境ラベルのデータベースを、API 接続によりオンライン上に集約したプラ

ットフォームとして、一般にも公開されている。ドイツのタイプⅢ環境ラベルのデータベー

スとしては、ÖKOBAUDAT40等が組み込まれている。 

 

４－１－２－２．混在する LCA データベースに対する懸念 

日本では IDEA、国際的には ecoinvent や GaBi 等、多くのタイプⅢ環境ラベルのプログ

ラムは特定の LCA データベースに基づいて設計されている。ただし、各々のプログラム運

営者が異なるデータベースを利用しており、例えばドイツの ÖKOBAUDAT は GaBi を基

に構築されているが、日本の EcoLeaf は IDEA を用いている。またオランダ等、ecoinvent

の利用を推奨するような国も存在する。 

こうした状況については、国際社会におけるタイプⅢ環境ラベルの協調性の観点からは

懸念の声もある。IBU の担当者も統一される方が望ましいとの認識を持っており、異なる

データベースを使うことで算定結果が大きく変化する可能性にも言及した。 

また、LCA データベースの国際協調を目的とする GLAD の動向にも目が向けられてお

り、タイプⅢ環境ラベルと GLAD の協調について議論する機会がこれまでにも何度かあっ

たとのことである。 

一方で、IBU の担当者はタイプⅢ環境ラベルをより有益なものとするためには、データ

ベースを統一すること以外にも様々な手段が考えられるとしており、異なるデータベース

を使用しているということイコール協調性（統一性）がないということではないという点も

強調した。 

 

４－１－２－３．欧州におけるタイプⅢ環境ラベルの現状 

タイプⅢ環境ラベルの活用に関連し、PCR（Product Category Rule）の策定プロセス等、

様々な手順が複雑で長い時間を要することへの懸念もある。これに対し、ドイツを初めとす

る欧州諸国では、PCR の策定プロセスの簡素化に向けた動きがある。 

例えば、建築資材に関しては EN15804 で既に PCR に使用できる統一的なルールが定め

られており、PCR の策定に要する時間は大幅に短縮されている。また、例えば一社しか製

造していない製品等のニッチ製品については、汎用性のある PCR（ジェネリック PCR）が

用意されていて、個別に PCR を作る必要がなくなっている。 

 

                                                   
39 https://www.indata.network/data/ 
40 https://www.oekobaudat.de/en/database/database-search.html 
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４－１－２－４．ESG 投資への活用 

ESG 投資における投資機関と企業の対話において、タイプⅢ環境ラベルの実績を材料と

する可能性については、IBU の担当者はタイプⅢ環境ラベルで自社製品の優位性をアピー

ルするという点に対し非常に慎重な姿勢を示した。タイプⅢ環境ラベルは同じ機能を持っ

た製品同士を比較したり、自社製品を競合製品と比較したりする特別な機会だけに使用で

きるとの認識も示され、タイプⅢ環境ラベルの指標だけでは製品としての価値や企業全体

の評価に使うのは不適切であるとのスタンスを維持していると考えられる。また、タイプⅢ

環境ラベルの情報について金融機関等から共有を求められたことも特にないとのことであ

る。 

 

４－１－２－５．サプライチェーンマネジメントへの活用 

IBU の担当者によれば、建築分野においては建築施工業者がそのサプライヤーに対して、

よりデータ品質の高いデータとしてタイプⅢ環境ラベルの取得と開示を要求する、という

形で活用されているとのことであり、先述の ÖKOBAUDAT 等を通じてタイプⅢ環境ラベ

ルの製品登録情報そのものがサプライチェーン間で共有、活用される以上の活用方法は特

に存在しないものと考えられる。 

 

４－１－２－６．サーキュラーエコノミーにおけるタイプⅢ環境ラベルの役割 

サーキュラーエコノミー（CE）におけるタイプⅢ環境ラベルの役割は、欧州でも注目さ

れている。一方で、現状のタイプⅢ環境ラベルはサーキュラリティーの評価に優れていると

は言えず、単にリサイクル原料の含有率等を示すだけでは不充分である、というのが IBU

の担当者の認識である。 

具体的には、含有される化学物質やそれらの粒子サイズ等、より細かい情報が必要であり、

更にどの程度特定の物質を抽出し易いか、接着剤の使用の有無等、使用後処理（EoL：End-

of-Life）におけるダイナミックな情報が必要とのことである。また、製造業者が自社の製品

の EoL のプロセスを把握しているケースは非常に稀であることから、製造業者とリサイク

ル業者との連携も重要であるとした。 

CE に関わる認証スキームとして、Cradle to Cradle CertifiedTM（以下、C2C 認証）が存

在する。この認証制度は、当該製品の社会における循環スキームの具体的実現性を、自然生

態系の循環システムにならって評価するコンセプトを有しており、オランダに本拠地を置

く Cradle to Cradle Products Innovation Institute41が運営を行っている。この C2C 認証

と、既存のタイプⅠ・タイプⅢ環境ラベルとの比較をベルリン工科大学が行っており、その

論文が IBU のホームページにて紹介されている42。この C2C 認証については、IBU の担当

者からは、アイデアには賛同するが認証の仕組みを作ることは困難である、C2C 認証の考

                                                   
41 https://www.c2ccertified.org/ 
42 https://ibu-epd.com/en/cradle-to-cradle-paper/ 
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えに沿うことが必ずしも LCA 的に環境に良いとは言えないとのコメントが寄せられ、現状

でタイプⅢ環境ラベルとの連携を検討することに難色が示された。 

 

４－１－３．USGBC（米国） 

米国で LEED を運営する USBGC に対し、オンラインでヒアリングを実施した。その概

要を以下に記す。 

 

４－１－３－１．GRESB と ESG 投資について 

投資判断の指標として活用される、不動産業界の持続可能性に係るベンチマークである

GRESB について、元運営母体である USGBC の担当者は、ESG の考え方とオーバーラッ

プする部分はあるとしながらも、GRESB が ESG を包含しているという捉え方はしていな

い、とのコメントを得た。GRESB には環境領域に加えて、より幅広い（例えば人間の肉体

的及び精神的健康に関する）指標も含まれている。一方で、ESG における「S」と「G」の

要素に関して言えば、GRESB は未だ発展途上であるとの認識をしている。また、GRESB

は「E（環境）」については有効な指標を持っているものの、これらは LCA 的なものではな

いことにも言及した。 

なお、金融機関が目にする ESG 指標として GRESB があり、GRESB / LEED / EPD / 

LCA手法という複層構造で LCAの定量性がESG投資に活用されているとの理解をヒアリ

ング実施者が示したところ、USGBC の担当者からは同意を得ることができた。 

 

４－１－３－２．LEED 取得のインセンティブ 

LEED は GRESB の評価にも直結するが、GRESB 以外にも LEED 取得のインセンティ

ブは多岐に渡る。その最たるものとして、USGBC の担当者は政府機関（都市や郡等の地方

政府を含む）が環境領域でのリーダーシップを発揮したいという動機を挙げた。環境に配慮

した取組であることを裏付ける、信頼性のある第三者認証として LEED が活用されている

とのことである。 

民間企業レベルにおいては、サステナビリティレポートでの報告に活用されるケースや、

取得による税制上の優遇措置等も取得の背景にある模様である。 

また USGBC の担当者は、不動産会社にとっては、顧客からの強い需要が取得を後押し

していることも考えられるとした。特に都市部においては、従業員がサステナブル認証を取

得しているオフィスで働きたいという需要もあるとのことである。また、LEED 取得によ

って賃料を上げられる等、直接的な売上増につなげられるわけではないものの、空室が早く

に埋まり易い等、経営面でのメリットがあるとした。 

 

４－１－３－３．米国における環境情報の電子化の流れ 

先述の InData 等とは性質が異なるが、米国においてもタイプⅢ環境ラベルの電子化（デ
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ジタル化）されたデータベースの構築が進んでいる。建物については近年、使用段階の省エ

ネ・創エネだけでなく、建築材料由来の GHG 排出・吸収量が注目されている。USBGC の

担当者からは、現在最も注目を集めているツールとして、建築物向けの EC3（Embodied 

Carbon in Construction Calculator）と呼ばれる無料ツールが挙げられた43。EC3 にはマイ

クロソフトやグーグル、アマゾンなど名だたる大企業がスポンサーとして参画しており、原

材料に関する様々な条件を入力することで、GHG排出量が表示されるシステムが構築され

ている。アメリカにおいては、ここ 2～3 年で理解が進み、原材料の環境負荷にも目が向け

られるようになったとのことである。 

EC3 以外にも、近年注目を集めているツールとして以下の 3 つが紹介された。 

 Impact Estimator44 

 tally45 

 One Click LCA（※欧州発）46 

 

４－１－３－４．CE や C2C（Cradle to Cradle）認証について 

USBGC の担当者からは、C2C 認証へのタイプⅢ環境ラベルの活用に大きな期待を寄せ

ている旨が示された。C2C 認証プログラムのディレクターに元 USBGC 職員が在籍してい

る等、両者が非常に近い関係性にあることも伺うことができ、また C2C 認証プログラム内

部でもタイプⅢ環境ラベルの必要性に対する認識が浸透してきたとのコメントも得られた。 

タイプⅢ環境ラベルをどのようにして C2C 認証に活用するか等について、現時点では具

体的な提案はなされていないが、近くに発表予定の C2C 評価システム（改訂版）では、何

らかの形でタイプⅢ環境ラベルの活用法に関する情報が含まれるだろう、との見立てが示

された。 

また CE や C2C の実現のためには、原料に関する詳細な情報開示だけでなく、PaaS（製

品のサービス化／物質的な製品は常に企業に帰属し、使用済み製品回収のインセンティブ

のあるビジネスモデル）や廃棄物ゼロ製造（Zero waste manufacturing）も、重要な戦略と

して示された。 

 

４－１－４．TGO（タイ） 

タイにおけるカーボンフットプリントのプログラム運営者である TGO に対し、オンライ

ンでヒアリングを実施した。その概要を以下に記す。 

 

４－１－４－１．BtoC 製品及び BtoB 製品の環境ラベルの現状 

BtoC 製品における環境ラベルの普及は、日本を始め多くの国で期待が高まっている一方

                                                   
43 https://buildingtransparency.org/ec3 
44 http://www.athenasmi.org/our-software-data/impact-estimator/ 
45 https://kierantimberlake.com/pages/view/95/tally/parent:4 
46 https://www.oneclicklca.com/ 
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で、実際には活路を見出せていないのが現状である。タイの TGOが運営するプログラムに

おいても、製品登録数のうち約 4 割が BtoC 製品を示すもののの、消費者の受容の観点での

実態は日本同様に厳しい状況であることが明らかとなった。 

半数近くが BtoC 製品でありながら、TGO の担当者も環境ラベルが一般消費者に受け入

れられているとは考えておらず、一般消費者における環境への興味関心は低いと認識が示

された。TGO のプログラム BtoB 製品の登録数の伸びに支えられているのが現状とのこと

である。 

また、BtoC 製品で認証を取得してもラベル掲載の義務等はなく、消費者とのコミュニケ

ーションを目的とした認証取得は限定的である上、消費者に環境情報をアピールしても効

果はないとの認識も示された。 

BtoB 製品においては、海外向けに輸出を行う事業者間でラベルの取得が浸透しており、

製造業や建設関連を中心に伸びているとのことである。 

 

４－１－４－２．カーボンフットプリントとカーボンリダクション 

環境的ネガティブ情報（CO2 がどれだけ排出されたか）を示すカーボンフットプリント

に対し、TGO は近年、ポジティブ情報（CO2 排出をどれだけ削減できたか）であるカーボ

ンリダクションラベルを導入した（2014 年より登録公開開始）。タイ政府にも働きかけて実

現したカーボンリダクションラベルは、TGO にとっては真の環境効果を示すものとのこと

である。 

TGO のカーボンリダクションラベルの取得には、カーボンフットプリントの値がベース

年比 2%削減、あるいはベンチマークと同等もしくはそれ以下の 2 条件のうち、いずれかを

満たす必要がある。原料の海外輸出が多いタイにおいては、輸送に係る排出が大きいことか

ら 2％削減を達成できる事業者は少なく、取得事業者のほとんどがベンチマークを基準にし

た評価を受けているのが現状との認識が示された。 

ベンチマークは 6 カ月に 1 度の頻度で見直しが実施され、カーボンフットプリントを含

め、過去に収集したデータを基に設定しているとのことである。 

 

４－１－４－３．ラベル取得のインセンティブ 

TGO の担当者からは、近年のラベル取得数増加の最も大きな要因として海外からの圧力

が挙げられた。 

製品原料の海外輸出が多いタイの輸出企業においては、日本以上に海外の圧力が強い状

況にあることも考えられる。タイ国内における競争も激しいことから、ある業種において主

要企業一社がラベルを取得すれば、他社が次々に取得に動くといった状況もあるとのこと

である。自動車部品のラベルが複数登録されている背景にも、海外向け製品であることが大

きいとた。 

一方で、企業の気候変動対策活動や CSR などを目的とした取得もあるものの、ESG 等に
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関連付けての投資の促進を目的としたラベルの取得事例については、特に認知されたもの

はないとこのことである。 

 

４－２．まとめ 

４－２－１．消費者向け施策について 

依然としてタイプⅢ環境ラベルに関わる消費者向けの具体策は見出されていないが、フ

ランスの強力な消費者向け実証事業の実施体制は注目される。コロナウイルスの感染拡大

の影響が懸念されるが、推移を注視する必要がある。また、欧州では消費者向けの施策検討

においても多様な環境側面が常に意識されている点が、日本と対照的であることが改めて

確認された。 

タイにおいては、消費者コミュニケーションの観点からのラベルの活用は効果を上げて

いるとは言えず、ラベルを取得する事業者のインセンティブとなり得ていない状況が明ら

かとなった。 

 

４－２－２．サステナブルファイナンスについて 

タイプⅢ環境ラベルとサステナブルファイナンスとの関係性について、ドイツ IBU の担

当者からは、タイプⅢ環境ラベルは比較可能性を追求しておらず、製品環境情報の共有のた

めのツールに徹しているとの認識を示しており、製品環境情報の共有を通じたサプライチ

ェーンでの協同による削減という考え方はタイプⅢ環境ラベルの目的の範囲外と目されて

いる模様である。 

USGBC の担当者は、GRESB、LEED、タイプⅢ環境ラベルの各階層のコミュニケーシ

ョンを俯瞰しており、サステナブルファイナンスにおける活用は GRESB という階層の指

標に集約されている。米国においては、ここ 2～3 年で内包炭素（Embodied Carbon）への

理解が進み、マテリアル（原料）の環境負荷にも目が向けられるようになったことなど環境

側面の多様な取組についての示唆を得た。  

 

４－２－３．サプライチェーンマネジメントについて 

タイプⅢ環境ラベルとサプライチェーンマネジメントとの関係性について、ドイツ IBU

の担当者からは、タイプⅢ環境ラベルは比較可能性を追求しておらず、製品環境情報の共有

のためのツールに徹しているとの認識を示しており、製品環境情報の共有を通じたサプラ

イチェーンでの協同による削減という考え方はタイプⅢ環境ラベルの目的の範囲外と目さ

れている模様である。 

またタイプⅢ環境ラベルをデータベース化するツールをサプライチェーンの川下側が活

用する流れは、欧州だけでなく米国においても建築分野で活発化しつつある状況を確認で

きた。 
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４－２－４．その他 

C2C 認証については、ドイツ IBU と米国 SGBC との間で適用あるいは連携の積極性に

ついて差が認めらた。これは、IBU はタイプⅢ環境ラベルプログラムの運営者、USGBC は

建築物の環境性能評価システムである LEED の運営者という立場の相違によるものと考え

られる。 
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５．GVC を通じた削減貢献の評価に関する動向調査と対応方針の検討 

５－１．国内外の削減貢献の評価に関する最新の動向の整理 

５－１－１．ミッション・イノベーションによる改訂版レポートの分析 

2015 年の COP21 で採択されたパリ協定では、長期的な排出量削減の目標（いわゆる 2℃

目標および 1.5℃）に言及されており、この目標達成に向けては、世界全体で排出削減のイ

ノベーションを進めることが必要とされている。 

この気候変動対策におけるイノベーション促進の重要性を踏まえ、COP21の会議の場で、

有志国によるクリーンエネルギー分野の研究開発に対する官民の投資を促すことを目的と

したイニシアチブとして、「ミッション・イノベーション」（Mission Innovation, MI）が設

立された。現在では、日本を含む 23 カ国（米国、英国、中国など）と EU が参加する国際

イニシアチブとなっている。MI では、賛同する国・地域において、クリーンエネルギー分

野への政府研究開発投資を 5 年間で 2 倍にすることが目標とされている。 

MIでは、年に 1回の頻度で 2020年までに合計で 5回の閣僚級会合を開催してきており。

このうち、2018 年 5 月に開催された第 3 回の会合でアクションプランが発表されている。

アクションプランでは、エネルギーイノベーションに対する民間企業のエンゲージメント

と投資を増やす必要性が改めて確認されており、その一環として、投資家が機会を分析する

ことを目的として、削減貢献量の算定枠組みの開発が取り上げられた。また併せて、1.5℃ 

Compatible Solution Framework（地球の気温上昇を 1.5℃に抑えるために必要とされる排

出削減のソリューションを特定することを目的にした投資の枠組み）と呼ばれる枠組みが

構築されており47、この枠組みの中で投資の判断として削減貢献量が取り上げられている。

これに関連し、MI では、削減貢献量評価の手法論や活用方法に関する 2 つのレポートのド

ラフト版48を 2018 年に公開、その後 2019 年にはそれらの改訂版を公開しており、また改

訂版の公開に併せて 3 番目のレポートも公開した。 

 

  

                                                   
47 Mission Innovation．“Net Zero Compatible Innovations Initiative”, 

https://misolutionframework.net/ 
48 MI によるドラフト版レポートの分析の内容については、「令和元年度国内における温室

効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減貢献量の見える

化に関する調査事業）報告書」を参照のこと。 
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【ソリューションの集合体】 

例えば、電気自動車の幅広い普及が充電スタンドのインフラを必要とし、またバッテリー

技術の開発の恩恵を受ける等、一つのソリューションが他のソリューションの開発や特定

の市場の開発に依存するようなソリューションの相互依存が成立する可能性がある。よっ

て、全体的な影響という観点から、関連するソリューションのグループあるいは集合体全体

を評価の対象とすることが適切なケースがあり得る。 

 

【将来の市場シェア、並びに市場メイカー対市場テイカー】 

将来のソリューションにとって、将来の市場全体の規模と当該のソリューションの市場

シェアは重要な要素である。また個々のソリューションは、例えば電気自動車用の充電イン

フラのように市場の創出に寄与するもの（市場メイカー）にも、また創出される市場に依存

せざるを得ないもの（市場テイカー）にもなり得る。これを踏まえると、市場シェアの予測

には、現状の市場シェアの外挿による予測と、市場自体を新たに創出するとする予測の両側

面が考えられる。裏を返せば、既に市場が存在するソリューションであるか否か、また市場

が存在しないのであればいつ頃市場に参入しどれくらいのスピードで普及するかが重要な

要素であるということもできる。 

 

【ソリューションの TRL】 

将来のソリューションを評価対象とする場合は、当該技術の現時点での技術成熟度レベ

ル（Technical Readiness Level, TRL）に関する評価を併せて行うことが推奨される。 

 

【戦略的ソリューション】 

戦略的ソリューションは重要な戦略的影響を及ぼし得ると考えられており、脱炭素化が

困難な特定の領域、あるいは排出量の乖離が生じ得る領域に対応することが可能であると

されている。よって、これらのソリューションから適切な成果が得られることにより、より

大きな戦略的影響力をもたらすと考えられ、政策的観点からより大きな支援を得られる可

能性がある、としている。なお、ここで言及されている戦略的ソリューション（strategic 

solutions）については、他のモジュールの文書も含め、明確な定義はなされていない。 

 

（２）ベースライン 

モジュール 2 の「3.6  Baseline」では、ドラフト版の記載の内容を取りまとめる形でベ

ースラインの選択の考え方を示した表が追加された。 
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の設問では排出削減量の値の回答は求められていないが、これらの製品が収入に占める割

合については回答が求められている。 

モジュール 2 では、AEF の方法論は削減貢献を可能にする製品の評価に直接関係すると

されている。 

 

【TCFD】 

TCFD の枠組みにおける気候変動関連の機会に係る情報開示事項では、企業が自社の製

品及びサービスのうち低炭素製品や排出量を削減する能力のある製品を特定することを推

奨している。 

モジュール 2 では、AEF の方法論は排出量を削減する能力のある製品の特定、並びに削

減貢献量の定量化を直接支援するとされている。 

 

【EU タクソノミー】 

EU タクソノミーは、特定の投資が持続可能な経済活動に貢献できるか否かを仕分けるた

めの一連の基準であり、活動がタクソノミーに対して適格と考えられるか否かを判断する

ための具体的な技術的基準を持っている反面、活動の環境影響の定量化を図るものではな

い。 

モジュール 2 では、AEF の方法論は活動に伴う削減貢献量の定量化手法であることから、

EU タクソノミーを補完するものであるとされている。 

 

５－１－１－２．モジュール 3（CPF） 

モジュール 1, 2 の改訂に併せて新たに公開されたモジュール 3 のレポートは、IPCC の

1.5℃特別報告書 53に対応する形で開発されたものであり、低炭素な社会を構築するための

イノベーションが 1.5℃シナリオに整合するか、また特に、イノベーションの主導の低エネ

ルギー需要を支援するものなのか、それともエネルギーの供給側に注力するものなのかを

評価するためのガイドを提供するものであるとされている。 

またモジュール 3 では、緩和オプションと温暖化を 1.5℃に抑える戦略との整合性を評価

するツールとして、手段から排出削減、および他の望ましい目的に至るまでの因果関係を明

らかにする 1.5℃手段・目的（means-ends）分析の枠組みを提示するとしている。 

この枠組みは下図のように示されており、図中の水色の円は目的を表しており、その一部

は SDGs の目標とリンクしている。また、左右両端に配置された目的のうち、左側には生

産の転換、右側には消費の転換を配置している。 

長方形は目的を達成するための戦略（手段）を表わしており、このうち緑色の長方形は消

費に関連する戦略、また青の長方形は生産に関連する戦略を表すとされている。 

黄色の楕円は、国家や自治体等による公的政策を表している。 

                                                   
53 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
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図５－１－１ モジュール 3（CPF）における 1.5℃手段・目的分析の枠組み 
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スのライフサイクルにおけるデータの収集並びに利活用に伴う削減貢献を対象に加えるこ

ととされている。また改訂作業にあたっては、GHG プロトコルや ISO14064 シリーズ、

ISO14067 を参照するとする一方、英国規格協会（BSI： British Standards Institution）

が提案を行い ISO TC 207 SC7 において開発が進められているカーボンニュートラリティ

の規格文書とは対象範囲を異にするとしている。カーボンニュートラリティは BSI が既に

公開している英国内の規格文書、PAS206060を基にしており、組織による温室効果ガスの削

減と情報公開（宣言）を促すものではあるが、削減できなかった排出量をクレジットでオフ

セットすることを規定している。一方、IEC/TR62726 は製品・サービスの使用段階におけ

る削減貢献を対象とするものであり、またクレジットによるオフセットを考慮するもので

はない。 

改訂に向けたスケジュールについては、2021 年 10 月までに委員会原案（Committee 

Draft: CD）の初版、2023 年 9 月までに国際規格（International Standard: IS）の発行を

目指すとしている。 

 

５－１－３．CDP 気候変動質問書 

英国に本拠地を置き、企業等の環境情報開示プログラムを運営する国際環境 NGO である

CDP の気候変動質問書では、設問 C4.5a において低炭素製品に分類される、あるいは第三

者の温室効果ガス排出を回避する製品・サービスの報告が挙げられている。この製品・サー

ビスの評価方法に、いくつかの手法論が選択肢として参照されている。2020 年に公開され

た質問書には、分類法・プロジェクト・手法論の文書に、新たに EU タクソノミー、世界資

源研究所（WRI：World Resource Institute）によるワーキングペーパー61、国際資本市場

協会（ICMA：International Capital Market Association）のグリーンボンド原則、また金

融サービスに限定して ISO1404062及び ISO1404463が加えられた。 

 

  

                                                   
60 PAS 2060:2014, Specification for the demonstration of carbon neutrality 
61 WRI によるワーキングペーパーの内容については、「令和元年度国内における温室効果

ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減貢献量の見える化に

関する調査事業）報告書」を参照のこと。 
62 ISO 14040:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Principles 

and framework 
63 ISO 14044:2006, Environmental management — Life cycle assessment — 

Requirements and guidelines 
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が無い、公開のインセンティブが業界内には無いということと考えられる。 

 企業のヒアリングでは、取組の開示を行ったことにより、顧客との関係に進展が

みられる（顧客より共同での算定の提案があるなど）ケースがあり、直接に販売

促進につながらないとしても、間接的な市場機会獲得のメリットがすでに発生

していると考えられる。 

 

②算定・開示に向けた課題 

 貢献量への取組が出来ない課題点は、各団体ともそれぞれの特徴があり、技術的

には対象とする製品・サービスの発掘、データの取得、算定の複雑さなどがある。 

 特に業界での取組の場合には、個社や顧客の機密情報の関係から情報の入手が

難しいという課題も多く挙げられた。 

 他方、いずれもこれらの課題を解決するためのインセンティブに乏しい（ここに

リソースをかけるインセンティブが無い）という印象を受ける。簡単かつ、業界

内のリソースを多くかけずに出来ることであれば対応すると思われる。 

 企業へのヒアリングにおいても、実施しなければならないこと、インセンティブ

のあることであれば、それに向けて課題解決を考えるので、困難な課題は生じな

いといった意見もあった。 

 貢献量の重要性を個別の企業に理解促進させることが出来れば、自ずと解決策

は生まれるとも考えられる。 

 

５－２－１－４．抽出された課題と対策案 

ヒアリングのまとめから算定の課題を、以下の図表に整理した。課題の要因は大きくは、

インセンティブの欠如と手法論上の課題に分けられるものと考える。「５－２－１－３．国

内の業界団体及び企業へのヒアリング」の「（３）ヒアリング結果に基づくまとめと考察」

の中でも触れたが、インセンティブがあれば、課題解決に向けた対策が講じられる可能性が

高まると思われる。 

一方、手法論上の課題が多い場合には、この手法を使用したくても出来ないというケース

が発生することも考えられる。そのため、信頼性や疑問の抱かれないような手法が必要と考

えられる。このような算定方法の課題に関しては、これまでに経済産業省を始めとしたガイ

ドラインが示されているため、それらを活用しつつ、さらに生じる課題について対応してい

く必要がある。今回、業界団体より提示された課題のいくつかについては、ガイドラインの

中での対応も検討すべきである。 
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① 国内の事業活動における 2020 年・2030 年の削減目標 

② 低炭素製品・サービスによる他部門の削減貢献 

③ 海外での削減貢献 

④ 革新的技術の開発・導入 

 

このうち、①は自業界内の低炭素化が目的となるが、②～④については、その中に削減貢

献量の促進に関するものが多く含まれており、経済産業省としても、低炭素社会実行計画を

通して、削減貢献につながる製品・サービスの更なる普及促進を進めている。 

低炭素社会実行計画において、削減貢献の扱いは、業界団体によって異なっている。これ

は業界ごとに、削減貢献の重要性が異なることもあるが、他方で、未だ業界の戦略として、

削減貢献を考慮していくことについて、重要性の理解に至っていない業界も多く存在する

ものと思われる。今後、多くの業界団体や企業が削減貢献につながる製品・サービスの普及

を業界・企業としての戦略に結び付けることが出来るよう、本節では、特に GHG 排出量の

削減を業界の製品普及促進と結び付けて整理している事例や自業界の排出量削減と社会全

体の削減を定量的に目指しているような事例を、2020 年度の低炭素社会実行計画における

各業界団体の報告の内容（2019 年度実績）を基に整理することとした。なお、ここに含ま

れていない業界団体が、必ずしもそのような戦略的な考えに至っていないということでは

なく、客観的に明確な結びつきが感じられた業界を抽出したものである。 

 

（１）セメント協会の事例【素材】 

【今後の GHG 排出量削減を実現する製品と廃棄物利用による循環型社会の実現】 

セメント協会では、コンクリートによる道路舗装の GHG 削減効果を定量評価している。

セメントから生産されるコンクリート製品は、コンクリートが道路舗装として使用される

ことで、重量車走行の燃費向上及びこれを通した自動車輸送部門における GHG 排出量を実

現しており、このことを定量的に示している。今後、GHG排出量の削減を目指す社会に向

けては、コンクリート製品の更なる普及が期待できる。 

また、セメント協会では、他部門や自治体から排出され、使用されなければ廃棄物となる

材料を積極的に回収し、セメント製造時の原料もしくは燃料として活用することで、廃棄物

量の効率的な削減、原料や燃料の削減を果たしている。中国に対しては、プロセスにおける

このような循環型社会貢献のほか、省エネ診断や設備の導入などの技術的サポートを実施

しており、我が国における先進的な環境取組を積極的に海外に活用することにより国際的

な環境負荷削減の実現につなげている。 
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（２）日本電線工業会の事例【部品】 

【電力損失の低減を通して社会全体の CO2 削減に資する技術と国際規格化】 

日本電線工業会は、工場やオフィスの送配電時の電力損失削減を通して、電力消費量さら

には発電時の温室効果ガス排出量削減を実現する、導体サイズ最適化技術の普及を積極的

に進めている。この技術は、電力利用のピークカットにもつながるため、社会全体の発電容

量の節約技術として、今後その技術の普及が期待される。 

日本電線工業会では、この技術により、世界全体の電力事情へ適用・貢献するべく国際規

格を策定しており、今後の国際的な技術普及を目指している。 

 

 

 

（３）日本ゴム工業会の事例【部品】 

【製造と使用のバリューチェーン両面の削減を同時に促進する戦略】 

日本ゴム工業会は、バリューチェーン全体の CO2 排出量の把握を通して、製品製造時の

排出量の分析・削減を実現するとともに、特にライフサイクル上で影響の大きい製品使用時

の排出の削減につながる製品の普及へも力を入れている。自社工場内（産業内）の GHG排

出量と製品使用時における社会全体の GHG排出量の両面について、それぞれを同時に削減

する戦略を持ち、社会全体の温室効果ガス排出量の削減の実現を目指している。 

 

導体サイズ最適化の効果と適用事例

国内規格化目標 成果と今後の計画

国内規格化
電線工業会規格を制定（2013年）
2016年9月「内線規程」にECSOが織り込まれ改訂

国内法規への反映
国土交通省の「公共建築工事標準仕様書」へ反映頂くべく2017年に改正案を提出→
官庁施設は、稼働率が低いことやコストを踏まえると採用は難しいとの見解。
今後は、設計手法の事例として「建築設備設計基準」に掲載して頂く等検討中。
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（６）電気事業低炭素社会協議会の事例【エネルギー】 

【発電側と電力需要側の両面における削減を整理した長期ビジョン】 

電気事業低炭素社会協議会では、業界として、「地球温暖化対策に係る長期ビジョン」を

策定し、発電時の低炭素化に加えて、電力需要サイドにおける技術イノベーション（電化促

進）の方向性を整理。需要サイドのイノベーション促進も含めた海外への展開をビジョンの

中に明示している。 

また、業界としての再生可能エネルギー大量導入への対応策や対応している事例を示し、

社会全体の CO2 削減に向けた取組を積極的に促進している。 

 

  

❶発電のゼロエミッション化
（再エネ導入拡大等）

❷（再エネ導入拡大等への移行
を補完・調整する）火力設備、
送配電系統全体の高効率化
と共に、

❸電力需要機器の高効率化
を推進

同時に、

❹社会全体のGHG排出削減に
貢献

●電機・電子業界のグローバル・バリューチェーンGHG排出量（現状と将来）

19

Scope1～3とその外側の社会削減貢献を合わせた
業界として目指す気候変動長期対応ビジョン

気候変動長期対応ビジョンに対応し、
GHG排出抑制・削減貢献に寄与する技術マッピング
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５－４．削減貢献訴求の見える化を通じた取組強化策の検討 

５－４－１．業界団体、個別企業 

既に「５－２－２－１．削減貢献の類型化の背景」でも示した通り、削減に貢献する製品・

サービスは、その普及に伴い社会全体の温室効果ガス排出量の削減を実現することになる

ため、企業が削減貢献につながる自社の製品・サービスを把握することは、温室効果ガス排

出量の大幅な低減を目指す今後の社会においては自社の製品・サービスの市場機会の獲得

につながる要素となり、また市場における競争力の獲得等の観点から大きなインセンティ

ブにもなり得ると考えられる。よって我が国の企業並びに業界団体に対しては、まずはこの

認識に対する理解を促すことが求められる（表５－２－３の要因グループにおける「インセ

ンティブの欠如」への対応）。 

一方で、削減貢献量評価の手法論の複雑さが障壁となり普及が進んでいないという実態

が、「５－２－１－３．国内の業界団体及び企業へのヒアリング」で報告したヒアリングの

内容から明らかとなった。よって、削減貢献量評価に係る上述のような意義を理解した企業

や業界団体による取組が進めやすくなるよう、経済産業省を含め様々な機関が公開するガ

イド文書よりも更に平易な解説資料を整備し、手法論に対する理解を促すことが求められ

る（表５－２－３の要因グループにおける「手法論上の課題」への対応）。 

前年度事業報告書では、削減貢献定量化活用の方法と課題、その支援のための施策案の関

係を下図の通り整理した。 

 

 

図５－４－１ 削減貢献量定量化活用の方法、課題、施策案の対応関係 

 

今年度調査において、「５－２－１－３．国内の業界団体及び企業へのヒアリング」で実

施したヒアリングを通して「５－２－１－４．抽出された課題と対策案」で抽出した具体的

な対策は、上図の施策案との関係から下表の通り整理することが可能である。 

 





92 

 

これに対しては、「５－２－２．訴求方法の類型化」で取りまとめた他の業界団体の訴求

例をベストプラクティス集等で取り上げると共に、その訴求によって各業界団体が享受で

きたメリット等があれば併せて記載するのが望ましい。また、様々なチャネルを通じた情報

公開の事例も併せてベストプラクティス集で取り上げることが、実行計画以外の訴求先の

検討に役立つものと考えられる。 

更に、削減貢献と企業成長をつなぐステップを明示化する、また実際に企業成長とつなが

っている好事例をベストプラクティス集で公開する等の方法も考えられる。 

 

（３）サプライチェーンでの協働による貢献事例の紹介 

データ収集の面で、サプライヤーや顧客等、サプライチェーン上のステークホルダーによ

る協力を得るのが困難であることが理由で削減貢献量の定量化まで至っていない、という

意見が、複数の団体から聞かれた。 

これに対してはサプライチェーンでの協働による貢献を促すことができるような事例を

ベストプラクティス集等に掲載し、またその意義に関する解説を併せて記載することが有

効であると考えられる。この時、サプライチェーン上の各プレイヤー間での貢献量の配分に

は言及せず、あくまでもサプライチェーン全体での協働による貢献である点を強調するの

が望ましい。 

 

（４）定性情報の開示の許容 

今年度事業で実施したヒアリングでは、用途が限定され取扱っている企業が少ない製品

を評価対象とする場合等、定量情報の秘匿性に関する懸念を示す業界団体があった。また、

データの不確実性に対する懸念の声も聞かれた。 

この点については、評価の目的や評価結果の活用方法に照らし合わせ、例えば定性情報の

みの開示を許容する措置や、また貢献量の精度は問わないケースもあり得ることをベスト

プラクティス集やガイドライン等で明記することで、ある程度の回避が可能であると考え

られる。 

 

（５）業界団体による取りまとめの実施手順の解説 

低炭素社会実行計画への報告の内容は、個社が行った削減貢献量評価の結果を業界団体

が取りまとめて提出するというケースが多いが、業界団体にとっては比較的簡便なこのよ

うな方法に対する理解が及んでいない業界団体も存在する。 

そこで、個社の評価事例を報告するところから開始し、徐々に事例を増やすケース、また

業界団体が自ら評価を行うケース等、業界団体が削減貢献量取りまとめて実行計画に報告

する際の複数のケースについて、ガイドラインやベストプラクティス集等で解説を行うの

が望ましい。 
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（６）評価の実施に係る課題の解決例の提示 

特に取扱い製品が多岐に渡る業界団体の場合、評価対象やベースラインの設定、生産量に

関するデータの収集、貢献の重複の取扱い等、評価を進める上での様々な手法論上の課題の

解決に苦慮するという意見が、いくつかの業界団体から聞くことができた。 

これに対しては、そのような課題を実際に解決し情報開示を行っている企業や業界団体

の事例を、参考資料としてベストプラクティス集に取りまとめることが有効であると考え

られる。この事例の取りまとめにあたっては、具体的にどのような課題が起こり得るのかに

ついて、より広く情報収集を行うことが求められる。 

 

（７）簡便な方法の提示 

今年度事業で実施した業界団体へのヒアリングの中でも、工数をかけずに実施できるの

であれば削減貢献量評価を実施したい、という声が聞かれた。これは、複数の機能を同時に

実現できる製品を取扱っている業界団体からの意見であり、特にベースラインの設定の考

え方に困難を感じているとのことである。 

これに対しては、類似する製品のベースラインをある程度統一する等、簡便な評価手法を

検討、ガイドライン等で提示することが有効であると考えられる。この場合、評価手法を簡

便にすることによって評価結果の不確実性が増す方向に働くと予想される。評価結果の活

用の目的、すなわち精緻な貢献量の値が必要とされているのか、それとも、削減に貢献して

いるという点が把握できれば充分であり値の精度は問わないのか、については、併せて整理

を行う必要がある。 

 

５－４－１－２．既存文書への加筆 

（１）金融機関等の啓蒙 

削減貢献量評価の実施が、売上の向上だけでなく容易な資金調達にもつながらないとの

意見が、今年度事業で実施したヒアリングの先である業界団体からは聞かれた。 

これに対しては、「５－３－１．機関投資家及び金融機関へのヒアリング」での報告の内

容も踏まえ、機関投資家や金融機関等、企業成長の評価に携わる第三者機関に対し、削減貢

献量評価の意義や開示情報の解釈に関する理解を促し、企業評価の一側面として削減貢献

量評価を加えられるよう、ESG 投資関連文書への削減貢献量評価に関する解説の掲載等を

通じ、金融機関等の啓蒙を図ることが求められる。削減貢献量評価に関する解説の具体的な

掲載先の案については、「５－４－２－２．既存の公的文書の改訂・追記に関する提案」で

改めて論じる。 

 

５－４－１－３．意見交換、イベント開催 

（１）機関投資家及び金融機関を対象とした意見交換・イベントの開催 

先述の「５－４－１－２．既存文書への加筆」での検討の内容とも関連するが、削減貢献
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量評価の実施の意義や開示情報の解釈についての機関投資家や金融機関等の理解を促すよ

う、意見交換の場を設けることは有効であると考えられる。 

 

（２）業界団体及び会員企業を対象とした意見交換・イベントの開催 

業界団体によっては、削減貢献量評価のみならず気候変動対策全般について、業界内の会

員企業間での意思疎通が適切に図られていないケースがあり得ることが考えられる。 

これに対しては、気候変動対策やその中での削減貢献量評価の意義と位置付けを解説す

るようなイベントを、各業界の開催するのが有効であると考えられる。 

 

５－４－２．機関投資家、金融機関 

５－３－３．機関投資家及び金融機関へのヒアリングを踏まえた今後の施策（対応策）案

において、金融商品の種類別に今後の施策（対応策）案を提示した。本節では、それを踏ま

え機関投資家、金融機関での削減貢献量定量化の取組強化策を述べる。 

 

前年度事業報告書の「５－２－３－１．ヒアリング調査等を踏まえた削減貢献量活用の施

策の方向性 （１）投資の促進、資金調達」において、以下の施策案を提示した。 

 

②施策案 

こうした点を踏まえ、上述の課題の前者に対しては、投資家・金融機関の削減貢献量の

活用に関する認知度の向上が必要である。認知度の向上にあたっては、ベストプラクティ

ス集の作成や、グリーン金融関連の公的な既存文書に対し削減貢献量の活用に係る解説

を追記すること等が考えられる。また課題の後者に対しては、定量化手法の標準化が有

効であると考えられる 

（出典：令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負

荷削減及び削減貢献量の見える化に関する調査事業）） 

 

そこで削減貢献量の活用に関する施策案として、ここで述べられている「ベストプラクテ

ィス集の作成」および「グリーン金融関連の公的な既存文書に対し削減貢献量の活用に係る

解説を追記」について施策（対応策）案を提案した。 

 

５－４－２－１．削減貢献量のベストプラクティス集の作成に関する提案 

ベストプラクティス集の主旨は、グリーン金融の中で削減貢献量定量化結果の活用の好

事例を編纂したもので、前年度事業報告書73の「５－２－３－２． 各施策案に関する提言 

（２）ベストプラクティス集の作成に関する提言」の中で提示したベストプラクティス集の

コンセプトを参照し、５－３－３．機関投資家及び金融機関へのヒアリングを踏まえ、改訂

                                                   
73令和元年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費（環境負荷削減及び削減

貢献量の見える化に関する調査事業） 











（様式２）

頁 図表番号 タイトル

二次利用未承諾リスト

令和２年度国内における温室効果ガス
排出削減・吸収量認証制度の実施委託
費（環境負荷削減及び削減貢献量の見
える化に関する調査事業）

令和２年度国内における温室効果ガス
排出削減・吸収量認証制度の実施委託
費（環境負荷削減及び削減貢献量の見
える化に関する調査事業） 報告書

みずほ情報総研株式会社


